
企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

荒

E
E
E
ノ

邦

寿

わ
が
国
の
企
業
成
長
と
合
併
・
分
割

一
般
に
、
企
業
成
長
の
形
態
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
内
的
成
長

Q
E
2
D回
目

間

B
呈
ど
と
外
的
成
長

(
O
見
2
5日
明
。
手
)
と
の
二

つ
が
あ
る
。
内
的
成
長
は
、
獲
得
利
益
の
留
保
・
曹
積
に
は
じ
ま
る
資
本
の
集
積
過
程
を
意
味
し
、
外
的
成
長
は
、
企
業
結
合
、
す
な
わ

ち
、
ニ
以
上
の
法
人
格
を
一
に
す
る
合
併
や
子
会
社
、
関
連
会
社
な
ど
株
式
取
得
に
よ
る
会
社
支
配
を
通
し
て
の
資
本
集
中
形
態
を
指
し

て
い
る
。

こ
の
点
、
わ
が
国
の
企
業
成
長
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
経
済
復
興
の
過
程
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
借
金
成
長
1
1
1
肩
代
り
蓄
積
・
増
資
等
に

よ
る
内
的
成
長
が
は
か
ら
れ
る
と
同
時
に
、

財
閥
解
体
、

集
中
排
除
に
よ
る
分
割
会
社
の
再
結
集
か
ら
、
「
規
模
の
利
益
」
を
求
め
る
大

型
合
併
の
展
開
す
る
過
程
で
、
い
わ
ゆ
る
六
大
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が
そ
の
傘
下
に
各
産
業
部
門
に
わ
た
り
系
列
企
業
を
配
備
強
化
す
る
「
ワ

ン
・
セ
ッ
ト
主
義
」
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
会
社
が
会
社
を
つ
く
る
」
子
会
社
新
設
-
ブ
ッ
シ
ュ
か
ら
、
関
連
会
社
、
提
携
会
社
、
下
請
会

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

五
七



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
V

一
五
入

社
に
い
た
る
企
業
集
団
化
の
進
展
を
通
し
て
の
外
的
成
長
を
と
げ
て
き
た
。

そ
の
傾
向
は
昭
和
四
十
年
代
に
い
た
り
、
い
わ
ゆ
る
一
般
集
中
守
4
O
B
-
-
gロロ

g可
三
宮
ろ
の
一
一
層
の
進
展
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

昭
和
回
二
年
(
一
九
六
七
)
当
時
の
全
法
人
企
業
は
約
六
五
万
社
に
達
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
上
位
百
社
の
占
め
る
割
合
は
、
資
本
金

額
で
は
二
六
Mm
、
総
資
産
額
で
は
二
七
銘
の
と
こ
ろ
、
十
年
後
の
昭
和
五
二
年
〈
一
九
七
七
)
に
は
、
資
本
金
額
の
割
合
で
は
ほ
と
ん
ど

変
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
総
資
産
額
で
は
二
三
%
に
低
下
し
た
。
だ
が
、
こ
の
昭
和
五
ニ
年
の
全
法
人
企
業
数
が
約
二
三
五
万
社
と
十
年

間
に
約
二
倍
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
修
正
す
れ
ば
、
昭
和
四
二
年
の
上
位
百
社
の
総
資
産
額
の
割
合
は
十
九
%
で
、
十
年
間
に
約

四
ポ
イ
ン
ト
も
集
中
度
主
両
め
て
き
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
上
位
百
社
の
う
ち
半
数
が
製
造
業
、
そ
れ
も
重
化
学
工
業
に
属
し
て
お
り
、
非
製
造
業
は
卸
小
売
十
七
社
、
運

輸
通
信
九
社
、
電
力
九
社
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
製
造
、
非
製
造
を
も
含
め
て
の
最
上
位
十
社
が
、
こ
の
上
位
百
社
の
総
資
産
の
三
分

の
一
、
二
十
社
ま
で
を
と
れ
ば
二
分
の
一
に
達
す
る
か
ら
、
そ
の
過
度
集
中
ぶ
り
も
う
か
が
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る

Q

な
お
、
製
造
業
の
み
の
上
位
百
社
を
と
れ
ば
、
そ
の
総
資
産
額
は
製
造
業
全
体
の
三
五
Mm
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
の
製
造
業
上
位
百
社

の
う
ち
の
七
七
社
が
重
化
学
工
業
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
化
学
十
九
社
、
石
油
、
電
機
各
十
三
社
、
鉄
、
非
鉄
、
機
械
、
自
動
車
各
入
社

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
わ
が
国
の
著
名
な
企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
な
か
に
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
上
位
百
社
を
そ
の
支
配
構
造
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
過
半
数
の
五
五
社
が
、

い
わ
ゆ
る
三
井
、
二
一
菱
、
住
友
、
芙

容
、
三
和
、
第
一
勧
業
の
六
大
銀
行
傘
下
の
企
業
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
百
社
の
筆
頭
株
主
の
六

O
M以
上
、
十
大
株
主

の
約
四
分
の
三
が
す
べ
て
こ
れ
金
融
機
関
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
わ
が
国
企
業
の
成
長
、
集
中
形
態
の
特
徴
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る

Q

そ
の
う
え
、
こ
れ
ら
百
社
の
子
会
社
(
持
株
率
五

O
M以
上
)
は
、
そ
の
約
三
十
倍
、
三
千
社
に
達
し
、

つ
っ
ち
資
本
金
十
億
円
以
上



の
子
会
社
は
約
二
倍
、
三
自
社
)
、
こ
う
し
た
子
会
社
を
含
む
よ
位
百
社
を
連
結

(nEg--E氏
。
ロ
)
し
た
企
業
集
団
が
、
そ
の
全
法
人
企

業
に
占
め
る
資
本
金
額
、
総
資
産
額
の
割
合
は
、
さ
き
の
上
位
百
社
の
ニ
六
勉
、
二
三
%
と
い
う
数
字
を
そ
れ
ぞ
れ
四
ポ
イ
ン
ト
づ
っ
高

め
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
さ
ら
に
、

い
わ
ゆ
る
関
連
会
社
(
持
株
五
彪
以
上
)
を
含
め
て
み
る
と
す
れ
ば
(
そ
の
持
株
関
係
が
相
互
持
ち
合
い
な
ど
の
関
係

で
相
当
複
雑
に
な
っ
て
確
定
で
き
な
い
が
)
、
実
質
的
に
、

わ
が
国
企
業
の
大
半
は
何
ら
か
の
形
で
系
列
化
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
さ

れ
る
現
状
に
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
(
公
取
委
「
わ
が
国
に
お
け
る
経
済
力
集
中
の
実
態
」
昭
和
五
四
年
参
照
)
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
呈
す
る
に
い
た
っ
た
要
因
の
ひ
と
つ
に
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
各
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
頂
点
に
た

つ
金
融
機
関
か
ら
の
テ
コ
入
れ
に
よ
る
ワ
ン
セ
ッ
ト
主
義
の
企
業
系
列
、
集
団
化
の
形
成
過
程
に
即
し
て
、
わ
が
国
商
法
の
改
正
な
ど
、

戦
後
導
入
さ
れ
た
ア
メ
リ
力
の
制
度
の
見
直
し
、
日
本
的
経
営
・
会
計
制
度
の
展
開
と
し
て
、
こ
う
し
た
会
社
設
立
、
合
併
、
分
割
の
規

制
や
会
社
機
関
、
情
報
開
示
、
監
査
の
制
度
が
改
め
ら
れ
て
き
た
点
も
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
と
に
、
す
で
に
み
た
昭
和
四

0
年
代
以
降
の
一

般
集
中
の
現
状
は
、
そ
れ
ま
で
の
高
度
成
長
方
式
に
か
わ
り
、
産
業
再
編
成
、
国
際
競
争
力
強
化
、
体
質
改
善
な
ど
の
目
的
を
掲
げ
た
会

社
合
併
・
分
割
方
式
の
進
展
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
り
、
そ
こ
に
ま
た
現
下
の
わ
が
国
企
業
、
わ
が
国
経
済
の
衰
え
ぬ
成
長
性
持
続
を
も

た
ら
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
カ
ギ
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
会
社
合
併
・
分
割
は
、
形
式
的
に
み
る
か
ぎ
り
、
二
以
上
の
法
人
格
の
合
一
と
一
以
上
の
法
人
格
へ
の
営
業
譲
渡
、
分
割

と
逆
の
現
象
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
当
事
会
社
相
互
に
株
を
持
ち
合
い
、
経
済
上
も
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
企
業
結
合

9Em--

5
g
g
s
z
s
t。
ら
し
て
い
る
な
か
で
、
い
わ
ば
そ
の
細
胞
融
合
や
分
裂
の
過
程
と
同
様
、
そ
の
と
き
ど
き
の
目
的
に
応
じ
て
合
併
し
、

分
割
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
会
社
合
併
・
分
割
の
動
向
は
、
企
業
結
合
の
態
様
変
化
の
一
形
態
と
し
て
、
両
者
関
連
さ
ぜ
て

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一
五
九
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一
六

O

数

ト柏市附 1億 5億 10億時 1崎 1崎 合ー計(円〉

年次¥ 未満 " " " " " " 以上
〈上場会社(一部))

22 

23 192 

24 196 

25 136 36 12 15 8 2 207 

26 122 39 3 9 1 5 3 182 

27 72 30 4 12 6 124 

28 56 31 16 15 3 5 126 

29 81 35 15 21 3 11 1 167 

30 52 40 12 17 7 13 2 143 

31 95 52 17 26 8 11 209 

32 46 35 17 26 5 11 140 

33 44 34 15 5 5 118 

34 57 21 11 24 11 15 139 

35 50 35 15 21 7 16 144 

36 75 34 13 29 2 8 1 162 

37 81 49 16 29 5 11 1 1 193 

38 89 58 22 32 5 14 1 2 223 

39 63 63 21 25 9 14 195 

40 73 53 22 30 8 40 2 4 202 

41 85 83 35 31 9 11 4 6 264 

42 98 91 29 51 14 12 4 4 299 

43 117 135 46 36 8 8 4 354 (10( 6)) 

44 99 160 37 62 12 18 2 1 391 (14(11)) 

45 136 153 28 49 16 20 3 8 413 (12( 7)) 

46 131 171 50 54 10 22 7 4 449 (8 (3)) 

47 97 178 60 65 13 29 5 5 452 (20(11)) 

48 58 118 68 95 26 38 16 24 443 (13(13)) 

49 102 178 49 46 11 18 4 12 420 (19(17)) 

50 117 158 49 53 9 30 13 429 (11( 8)) 

51 116 209 73 61 13 24 4 11 511 (9(8)) 

52 123 243 89 104 17 50 6 14 646 (15(13)) 

53 140 222 80 91 16 24 5 17 595 (15(13)) 

件渡譲業営

移(公職調べ〉推
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企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
ハ
上
)

一
六

」
れ
を
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
わ
が
国
の
会
社
合
併
・
分
割
(
営
業
譲
渡
を
含
む
)
の
傾
向
を
み
る
と
、
表
一
の
よ
う
に
、
昭
和
四
十
年
代
以
降
急
増

し
、
そ
の
規
模
も
ま
た
大
型
化
し
、
毎
年
約
二
十

t
三
十
件
の
上
場
会
社
を
含
む
千
件
近
い
合
併
と
約
十
件

1
二
十
件
の
上
場
会
社
を
合

む
五
百
件
前
後
の
分
割
、
営
業
譲
渡
が
あ
る
(
公
取
委
調
べ
)
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
お
詳
細
に
み
て
み
る
と
、
昭
和
四
十
年
代
に
お
け
る
会
社
合
併
の
急
増
は
、
た
と
え
ば
、
東
洋
高
圧
と
三
井
化
学

(
四
三
年
)
、
ニ
チ
ボ
!
と
日
本
レ
イ
ヨ
ン
(
四
四
年
〉
、
八
幡
製
鉄
と
富
士
製
鉄
(
四
五
年
)
、
第
一
銀
行
と
日
本
勧
業
銀
行
(
四
六
年
)
、

大
陽
銀
行
と
神
戸
銀
行
(
四
八
年
)
た
ど
、
各
産
業
分
野
で
の
市
場
整
備
、
寡
占
化
を
目
指
し
た
水
平
合
併
が
盛
ん
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
開
放
体
制
下
の
国
際
競
争
力
強
化
、

一
般
集
中
の
進
展
を
促
が
し
た
わ
け
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
昭
和
五
十
年
代
に

い
た
っ
て
、
こ
う
し
た
会
社
合
併
と
並
ん
で
会
社
分
割
、
営
業
譲
渡
の
件
数
も
ま
た
漸
増
す
る
が
、
た
と
え
ば
、
新
日
鉄
系
特
殊
鋼
三
社

の
合
併
(
五
一
年
)
伊
藤
忠
の
安
宅
産
業
吸
収
(
五
二
年
)
か
ら
、
新
日
鉄
の
「
受
け
皿
会
社
」
た
る
大
隈
製
鉄
の
系
列
二
社
吸
収
〈
五

三
年
)
、
東
洋
工
業
と
フ
ォ
ー
ド
工
業
(
五
四
年
)
、
ラ
イ
オ
ン
歯
屠
と
ラ
イ
オ
ン
抽
脂
(
五
五
年
)
な
ど
、
か
つ
て
分
割
し
た
子
会
社
や

関
連
会
社
の
統
合
を
は
か
る
垂
直
的
令
併
や
、
地
域
、
商
品
市
場
整
備
の
た
め
の
部
門
切
離
し
、
再
結
合
な
ど
の
混
合
的
合
併
・
分
割
が

目
立
ち
始
め
て
い
る
(
樽
崎
憲
安
稿
「
最
近
の
合
併
動
向
に
つ
い
て
」
、
商
事
法
務
ぬ
市
)
。

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
企
業
結
合
の
動
向
は
、
高
度
成
長
期
か
ら
低
成
長
期
の
「
転
換
期
」
に
お
け
る
寡
占
化
、
系
列
化
の
た
め
の

合
併
・
分
割
(
子
会
社
設
立
、
営
業
譲
渡
)
を
経
た
後
は
、
そ
の
系
列
再
編
、
合
理
化
の
た
め
の
再
合
併
(
不
振
会
社
吸
収
)
や
再
分
割

を
す
す
め
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
で
、
わ
が
国
の
会
社
合
併
・
分
割
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
企
業
集
団
の
一
員
と
し
て
の
経

営
再
組
織
(
2
8
0
同
開
山
口
町
三
窓
口
)
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
法
律
上
、
法
人
格
の
合
一
、
新
設
、
営
業
譲
渡
の
形
態
を
と
っ
た



に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
が
わ
か
る
。

こ
の
点
は
ま
た
、
わ
が
国
の
会
社
合
併
、
分
割
の
動
機
な
い
し
プ
ロ
モ
ー
ト
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
過
半
数
が
共
通
の
大
株
主
、

つ
ま
り

金
融
機
関
を
含
む
支
配
株
主
の
方
針
ま
た
は
親
会
社
の
意
向
に
よ
る
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
親
子
会
社
の
分
割
な
い
し
一

体
化
が
三
分
の
一
、
管
理
費
用
の
節
減
が
三
分
の
一
、
販
売
力
、
資
金
力
の
強
化
が
こ
れ
に
次
ぐ
、
と
い
う
合
併
理
由
な
ど
が
表
明
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
(
前
掲
樽
崎
稿
)
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
が
国
の
会
社
合
併
・
分
割
に
は
、
当
事
会
社
の
株
主
相
互
間
の
利
害
対
立
の
調
整
よ
り
も
、
事
前
に
そ
の
ト
ッ
プ
間

の
合
意
い
か
ん
が
問
題
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
合
併
会
計
の
問
題
と
し
て
は
最
も
重
要
な
企
業
評
価
、
合
併
比
率
の
決
定
な
ど
の
比
重

も
相
対
的
に
低
く
、
事
前
の
増
・
減
資
で
調
整
し
た
り
、
譲
渡
資
産
の
評
価
も
簿
価
に
よ
り
な
が
ら
土
地
な
ど
の
一
部
を
再
評
価
し
、
剰

余
金
の
承
継
か
ら
繰
越
欠
損
も
て
ん
ぽ
す
る
な
ど
、
種
々
の
会
計
的
調
整
操
作
が
お
こ
な
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
合
併
差
益
・
差
損
の
内
容
な

ど
は
単
な
る
端
額
処
理
の
結
果
に
す
、
ぎ
な
い
、

と
い
う
特
異
性
も
一
ボ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
和
井
内
清
稿
「
合
併
に
お
け
る
企
業
評
価
と
合

併
比
率
の
決
定
」
会
計
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
五
四
年
三
月
号
)
。

こ
れ
は
、
わ
が
国
の
場
合
、
企
業
会
計
原
則
な
ど
の
会
計
基
準
よ
り
も
強
行
法
規
た
る
商
・
税
法
が
優
先
し
、
法
律
に
違
反
し
な
い
限

り
、
こ
う
し
た
会
計
操
作
が
容
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
商
法
は
現
物
出
資
説
、
人
格
合
一
説
を
と
も
に
認

め
る
立
場
を
と
り
、
税
法
ま
た
も
っ
ぱ
ら
二
重
課
税
を
排
し
、
資
産
再
評
価
益
の
検
出
時
点
に
の
み
焦
点
を
お
き
、
欠
損
て
ん
ぼ
の
繰
延

べ
な
ど
、
租
税
回
避
と
な
ら
な
い
限
り
、
企
業
経
理
の
弾
力
性
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
会
社
分
割
に
つ
い
て
は
、

商
法
上
明
文
の
規
定
が
な
く
、
す
べ
て
会
社
新
設
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
税
法
上
も
、
子
会
社
新
設
に
お
け
る
変
態
的
現
物
出
資
の

際
の
資
産
評
価
益
の
圧
縮
記
帳
を
認
め
る
の
み
で
、
あ
と
は
す
べ
て
営
業
譲
渡
の
規
定
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
企
業
会
計
原
則
は
、
そ
の

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一
六



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一
六
四

制
定
当
初
は
、
現
物
出
資
説
に
よ
る
一
元
的
な
会
計
処
理
を
支
持
し
、
こ
れ
を
商
・
税
法
と
も
に
認
め
る
よ
う
働
ら
き
か
け
た
が
、
そ
れ

が
法
規
と
し
て
制
度
化
さ
れ
な
い
以
上
、
ひ
と
つ
の
見
解
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
、
し
だ
い
に
商
・
税
法
の
規
定
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
立

場
に
な
っ
て
、
自
ら
も
ま
た
そ
の
建
前
を
変
容
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
合
併
関
係
法
規
は
、
か
つ
て
わ
が
国
の
高
度
成
長
を
達
す
る
飛
躍
的
拡
大
、
経
営
多
角
化
、

一
貫
系
列
化
に
資

す
べ
く
制
・
改
定
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
弾
力
性
は
、
結
果
的
に
、
い
わ
ゆ
る
「
会
社
が
会
社
を
つ
く
る
」
法
人
株
主

の
激
増
か
ら
、
株
式
の
相
互
持
合
い
に
よ
る
資
本
空
洞
化
、

一
般
株
主
向
け
の
企
業
内
容
開
示
制
度
、
デ
ィ
ス
ク
ロ

l
ジ
ャ

i
の
軽
視
を

招
き
、
粉
飾
決
算
の
盛
行
か
ら
監
査
制
度
の
不
備
が
露
呈
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
最
近
に
お
け
る
商
法
改
正
の
動

き
の
な
か
で
、
株
式
資
本
、
会
社
機
関
の
見
直
し
か
ら
、
企
業
結
合
に
お
け
る
連
結
、
合
併
、
分
割
等
の
規
定
の
是
非
、
企
業
内
容
の
開

示
と
そ
の
監
査
制
度
の
改
善
が
問
題
と
な
り
、
こ
れ
ら
に
斉
合
す
る
会
計
基
準
の
再
検
討
も
ま
た
急
が
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
現
状
に
か
ん
が
み
、
日
本
会
計
研
究
学
会
の
「
会
社
合
併
・
分
割
会
計
」
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、

さ
ら
に
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
、
ま
ず
は
現
在
の
わ
が
国
会
社
合
併
・
分
割
の
実
態
調
査
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
諸
外
国
の
場
合
と
も
対
比
し
、
そ
の
支
配
構
造
、
財
務
政
策
な
ど
を
も
見
定
め
な
が
ら
、
ま
さ
に
「
公
正
ナ
ル
会
計
慣
行
」
た

る
べ
き
企
業
結
合
の
会
計
基
準
の
策
定
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
、
す
で
に
発
表
し
た
と
こ
ろ
を
再
検
討
し
、
矯
正
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

ノ
ー
ト
を
整
理
し
て
、
課
題
の
解
明
に
歩
を
進
め
る
過
程
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
は
、
行
論
の
都

合
上
、
す
で
に
発
表
し
た
と
こ
ろ
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
こ
で
示
し
た
私
見
に
つ
い
て
再
検
討
の
結
果
を
明
ら
か
に
し

て
、
私
な
り
の
最
終
的
結
論
に
達
す
る
よ
う
に
努
め
た
た
め
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
左
記
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
、
批
判
、
教
示
を
た
ま
わ

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。



ハ
注
)
拙
稿
「
資
本
会
計
の
再
検
討
1
1
1
結
合
、
連
結
、
合
併
会
計
と
企
業
実
体
説

i
l」
立
教
経
済
学
研
究
、
第
一
一
二
巻
二
号
、
「
会
社
合
併
と
企

業
評
価
」
証
券
経
済
学
会
年
報
十
五
号
、
「
企
業
結
合
の
会
計
基
準
」
企
業
会
計
三
二
巻
一
号
、
「
低
経
済
成
長
下
の
会
社
合
併
・
分
割
」
日
本
経
営

財
務
研
究
学
会
年
報
第
三
号
)
。

わ
が
国
の
会
社
合
併
会
計
ー
ー
そ
の
法
規

わ
が
国
の
合
併
会
計
は
、
さ
し
あ
た
り
、
株
式
に
よ
る
会
社
の
合
併
、
す
な
わ
ち
商
法
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
よ
る
会
社
の
合
併
行

為
か
ら
生
ず
る
会
計
処
理
、
報
告
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
合
併
会
計
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
は
、

ま
ず
も
っ
て
、
こ
の
商
法
に
規
定
さ
れ
た
会
社
の
合
併
行
為
と
手
続
き
の
意
義
と
解
釈
に
つ
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

け

会
社
の
合
併

!
l解
散
の
特
殊
形
態

わ
が
国
の
商
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
第
五
四
条
に
「
会
社
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス
L

と
規
定
せ
ら
れ
、
こ
の
法
人
格
は
、
第
五
六
条
で
「
①

会
社
ハ
合
併
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
、
①

合
併
ヲ
為
ス
会
社
ノ
一
方
又
ハ
双
方
が
株
式
会
社
ナ
ル
ト
キ
ハ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併

一
一
依
リ
テ
設
立
ス
ル
会
社
ハ
株
式
会
社
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
し
て
、
そ
の
法
人
格
を
合
一
す
る
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
会
社
の
合
併
と
い
う
行
為
は
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の
当
事
会
社
の
解
散
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
一
形
態
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
会
社
の
解
散
は
、

商
法
第
四

O
四
条
に
よ
れ
ば
、

「
会
社
ハ
左
ノ
事
由
ニ
因
リ
テ
解
散
ス

第
九
十
四
条
第
一
号
、
第

号
、
第
五
号
及
第
六
号
ニ
掲
ゲ
タ
ル
事
由

株
主
総
会
ノ
決
議
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
第
一
号
、
す
な
わ
ち
第
九
四
条

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一
六
五



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
ハ
上
)

一
六
六

の
規
定
は
合
名
会
社
の
解
散
を
定
め
た
も
の
で
、
そ
の
第
一
、
三
、
玉
、
六
号
は
「
一

存
立
時
期
ノ
満
了
其
ノ
他
定
款
ニ
定
メ
タ
ル
事

自
ノ
発
生

会
社
ノ
合
併

五

会
社
ノ
破
産

ムノ、

解
散
ヲ
命
ズ
ル
裁
判
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
第
二
号
に
示
さ
れ
た

株
主
総
会
の
決
議
に
よ
る
解
散
に
つ
い
て
は
、
第
四

O
五
条
に
よ
っ
て
「
解
散
ノ
決
議
ハ
第
三
百
四
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ニ
非
ザ
レ
パ

之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
な
っ
て
い
る

Q

こ
の
第
三
四
三
条
に
よ
る
決
議
と
は
、
定
款
変
更
の
決
議
方
法
と
し
て
、
株
主
総
会
に
株
主

の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
議
決
数
の
一
二
分
の
二
以
上
で
決
議
さ
れ
た
特
別
決
議
の
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
は
き
ら
に
第
四

O
六
条
で
「
会
社
ガ
存
立
時
期
ノ
満
了
其
ノ
他
定
款
ニ
定
メ
タ
ル
事
由
ノ
発
生
又
ハ
株
主
総
会

ノ
決
議
ニ
因
リ
テ
解
散
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
三
百
四
十
三
条
ニ
定
ム
ル
決
議
ニ
依
リ
テ
会
社
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
し
て
、
同

じ
く
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
っ
て
再
び
会
社
を
継
続
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
会
社
の
破
産
や
解
散
命
令
の
場
合
は

そ
の
法
人
格
が
否
定
さ
れ
る
が
、
合
併
の
場
合
は
、
そ
の
法
人
格
が
否
定
さ
れ
え
な
い
。

つ
ま
り
、
会
社
の
合
併
は
、
こ
の
よ
う
な
種
々

の
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
会
社
の
解
散
の
中
の
ひ
と
つ
の
形
態
で
は
あ
る
が
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
っ
て
他
の
法
人
格
に
変
化
す
る

」
と
の
で
き
る
特
殊
形
態
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

Q

斗

合
併
行
為
の
契
約

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
会
社
の
合
併
は
、
そ
の
特
別
規
定
と
し
て
、
ま
ず
、
合
併
契
約
の
締
結
と
そ
の
承
認
と
い
う
手
続

き
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
法
第
四

O
八
条
に
よ
れ
ば
「
会
社
ガ
合
併
ヲ
為
ス
ニ
ハ
合
併
契
約
書
ヲ
作
リ
株
主
総
会
ノ
承
認

ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
な
っ
て
お
り
、
同
条
第
二
項
で
、
こ
の
合
併
契
約
書
の
要
領
は
、
第
二
三
二
条
、

つ
ま
り
株
主
総
会
の
招
集
通

知
お
よ
び
公
告
に
こ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
さ
ら
に
同
条
第
三
項
で
、
第
一
項
の
決
議
、

つ
ま
り
合
併
に
つ
い
て
の
株
主
総
会
の

承
認
は
、
そ
の
会
社
を
解
散
す
る
以
上
、
さ
き
に
み
た
第
三
四
三
条
の
特
別
決
議
に
「
依
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
な



っ
て
い
る

Q

こ
の
場
合
、
合
併
契
約
書
の
作
成
は
、
ま
ず
も
っ
て
合
併
当
事
会
社
を
代
表
す
る
も
の
の
合
意
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
新
設
合
併
の
場
合

は
、
第
五
六
条
の
第
三
現
に
お
い
て
、

「
合
併
ニ
因
リ
テ
会
社
ヲ
設
立
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
定
款
ノ
作
成
其
ノ
他
設
立
ニ
関
ス
ル
行
為
ハ

各
会
社
ニ
於
テ
選
任
シ
タ
ル
設
立
委
員
共
同
シ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
る
も
の
で
、
そ
の
合
併
に
つ
い
て
の
株
主
総
会
の
特
別
決
議

で
こ
う
し
た
設
立
委
員
を
選
任
し
、
い
わ
ば
こ
れ
ら
が
会
社
設
立
の
場
合
の
発
起
人
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
、
定
款
作
成
な
ど
の
設
立
行

為
に
あ
た
る
と
同
時
に
、
合
併
契
約
書
を
作
成
し
て
各
会
社
の
株
主
総
会
に
か
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
合
併
は
会
社
聞
の
行
為
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
法
人
の
意
見
を
決
定
す
る
株
主
の
合
意
が
先
決
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
会
社
財
産
の
移
転
が
お
こ
な
わ
れ
る
以
上
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
株
主
総
会
の
承
認
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

(三寺

合
併
契
約
書
の
内
容

こ
の
よ
う
な
合
併
契
約
書
の
記
載
事
項
は
、
吸
収
合
併
の
場
合
は
第
四

O
九
条
、
新
設
合
併
の
場
合
は
第
四
一

O
条
に
法
定
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
で
、
会
社
と
い
う
法
人
格
の
合
一
に
お
け
る
意
思
決
定
、

つ
ま
り
、
そ
の
所
有
者
と
し
て
の
株
主
の
変
更
、
移
転
が
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
殴
収
合
併
の
場
合
の
合
併
契
約
書
に
は
、
存
続
会
社
の
増
資
の
場
合
と
同
様
、

ノ
発
行
ス
ル
株
式
ノ
総
数
ヲ
増
加
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
増
加
ス
ベ
キ
株
式
ノ
総
数
、
種
類
及
数
二
存
続
ス
ル
会
社
ガ
合
併
ニ
際
シ
テ
発

行
ス
ル
新
株
ノ
総
数
、
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類
及
数
並
ニ
合
併
ニ
依
リ
テ
消
滅
ス
ル
会
社
ノ
株
主
ニ
対
ス
ル
新
株
ノ
割
当
ニ
関
ス
ル
事

ー寸

存
続
ス
ル
会
社
ガ
合
併
ニ
依
リ
其

項

存
続
ス
ル
会
社
ノ
増
加
ス
ベ
キ
資
本
ノ
額
及
準
備
金
ニ
関
ス
ル
事
項

四

合
併
ニ
依
リ
テ
消
滅
ス
ル
会
社
ノ
株
主
ニ
支
払
ヲ

為
ス
ベ
キ
金
額
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定

五

各
会
社
ニ
於
テ
第
四
百
八
条
第
一
項
ノ
決
議
ヲ
為
ス
ベ
キ
株
主
総
会
ノ
期
日

ム

ノ、

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
〈
上
)

二
ハ
七



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

}
六
八

合
併
ヲ
為
ス
ベ
キ
時
期
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定
」
の
事
項
が
記
載
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
新
設
合
併
の
場
合
の
合
併
契
約
書
は
、

会
社
の
設
立
の
場
合
に
お
け
る
第
一
二
ハ
条
の
定
款
の
作
成
と
同
様
に
、
「
一

目
的

商
号

会
社
ガ
発
行
ス
ル
株
式
ノ
総
数

四

額
面
株
式
ヲ
発
行
ス
ル
ト
キ
ハ
一
株
ノ
金
額
」
の
ほ
か
、
消
滅
会
社
の
株
式
ノ

譲
渡
に
あ
た
っ
て
は
、
第
二

C
四
条
の
「
株
式
ハ
之
ヲ
他
人
ニ
譲
渡
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
定
款
ヲ
以
テ
取
締
役
会
ノ
承
認
ヲ
要
ス
ル
旨
ヲ

定
ム
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
」
と
す
る
制
限
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
同
条
ノ
二
に
よ
る
承
認
請
求
を
お
こ
な
う
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
て

い
る
。こ

の
よ
う
な
合
併
契
約
書
の
内
容
は
、
何
よ
り
も
そ
の
合
併
に
よ
っ
て
発
行
す
る
新
株
の
株
数
、
金
額
な
ど
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
過

程
が
重
要
で
、
会
計
上
、

い
わ
ゆ
る
合
併
比
率
決
定
の
た
め
に
、
当
事
会
社
聞
の
企
業
価
値
評
価
を
お
こ
な
う
点
、
お
よ
び
合
併
会
社
の

「
準
備
金
ニ
関
ス
ル
事
項
」
に
含
ま
れ
る
合
併
差
益
の
認
識
、
処
理
に
つ
い
て
、
被
合
併
会
社
の
資
産
評
価
基
準
や
そ
の
留
保
利
益
の
承

継
い
か
ん
が
問
題
と
な
る
理
由
で
あ
る
ー
な
お
、
第
四

O
九
条
第
四
号
は
い
わ
ゆ
る
合
併
交
付
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
、

合
併
承
認
の
た
め
の
株
主
総
会
、
合
併
期
日
の
定
め
と
と
も
に
、
合
併
前
後
の
企
業
内
容
開
示
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る

Q

(四)

情
報
開
示
と
利
害
調
整

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
会
社
合
併
が
二
以
上
の
法
人
格
の
合
一
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
消
滅
す
る
会
社
の
株
主
が
全
て
存
続
会
社
ま

た
は
新
設
会
社
の
株
主
に
な
る
契
約
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、

一
部
の
株
主
し
か
承
継
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
合
併
以
外
の
理
由
で
解
散
し
た

会
社
の
営
業
を
譲
受
け
る
た
め
に
新
株
発
行
ま
た
は
新
会
社
設
立
を
お
こ
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
法
律
上
の
合
併
で
な
く
、
事
実
上
の
合
併

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
る

Q

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
合
併
契
約
を
承
認
す
る
か
い
な
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
人
格
の
意
思
を
決

定
す
る
株
主
に
と
っ
て
も
、
そ
の
会
社
に
利
害
関
係
あ
る
債
権
者
に
と
っ
て
も
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
問
題
な
の
で
、
そ
の
判
断
の
た
め



に
充
分
な
情
報
が
提
供
さ
れ
、
か
っ
そ
の
救
済
措
置
が
講
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

Q

こ
の
た
め
、
合
併
契
約
に
対
す
る
利
害
関
係
人
へ
の
情
報
開
示
と
し
て
は
、
そ
の
承
認
株
主
総
会
の
二
週
間
前
よ
り
取
締
役
は
「
合
併

ヲ
為
ス
各
会
社
ノ
貸
借
対
照
表
ヲ
本
庖
ニ
備
置
ク
コ
ト
ヲ
要
ス
」
〈
第
四
O
八
条
ノ
二
第
一
項
)
と
と
も
に
、

「
株
主
及
会
社
ノ
債
権
者
こ

そ
の
「
閲
覧
ヲ
求
メ
」
、
そ
の
「
謄
本
若
ハ
抄
本
ノ
交
付
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
(
同
条
第
二
項
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
合
併
に
反
対
す
る
株
主
に
つ
い
て
は
そ
の
株
主
の
買
取
請
求
権
が
認
め
ら
れ
(
第
四
O
八
条
ノ
三
)
た
の
ち
、
吸
収
合
併

の
場
合
の
存
続
会
社
の
株
主
総
会
に
報
告
さ
れ

(
第
四
二
一
条
)
、
新
設
合
併
の
場
合
は
そ
の
設
立
会
社
の
創
立
総
会
が
招
集
さ
れ
て

第

四
二
二
条
て
そ
の
本
唐
所
在
地
で
は
二
週
間
内
、
支
居
所
在
地
で
は
三
週
間
内

ι、
存
続
会
社
の
変
更
登
記
、
消
滅
会
社
の
解
散
量
記
、

新
設
会
社
の
設
立
登
記
を
な
し
て
、
こ
の
合
併
手
続
き
が
終
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
ら
の
登
記
に
よ
っ
て
合
併
の
効
力
が
発
生
し
(
第

。
二
条
)
、
合
併
後
の
存
続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
が
消
滅
会
祉
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
な
る
(
第
一

O
コ
一
条
)
の
で
あ
る

Q

こ
の
よ
う
に
、
合
併
契
約
の
承
認
と
そ
の
履
行
の
法
定
手
続
き
が
終
れ
ば
、
も
は
や
存
続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
と
い
う
法
人
絡
と
そ

の
営
業
財
産
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
合
併
後
の
利
害
関
係
者
に
と
っ
て
そ
の
理
解
と
違
っ
て
重
大
な
異
議
あ
る
場
合

な
ど
、

「
会
社
ノ
合
併
ノ
無
効
ハ
訴
ヲ
以
テ
ノ
ミ
之
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
(
第
一

O
四
条
〉
と
さ
れ
、
そ
れ
も
、
合
併
の
日
か
ら
六
ケ

月
以
内
に
(
第
一

O
五
条
)
「
合
併
ノ
無
効
ノ
訴
ハ
各
会
社
ノ
株
主
、
取
締
役
、
監
査
役
、
清
算
人
、
破
産
管
財
人
又
ハ
合
併
ヲ
承
認
セ
ザ

ル
債
権
者
ニ
限
リ
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
(
第
四
一
五
条
〉

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
仮
に
無
効
判
決
が
下
っ
て
も
、
合
併
後
の
存
続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
の
権
利
義
務
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
(
第
二

O
条〉

が
、
合
併
後
発
生
し
た
債
務
に
対
す
る
消
滅
会
社
株
主
の
持
分
相
当
額
の
弁
済
義
務
に
連
帯
責
任
を
負
い
、
そ
の
財
産
を
共
有
す
る
と
定

め
ら
れ
て
い
る
の
み
で

(
第
一
一
一
条
)
、
も
は
や
合
一
し
た
法
人
絡
が
分
離
す
る
な
ど
、
元
の
鞘
に
か
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一
六
九



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一
七
O

(王寺

財
産
の
移
転
|
|
合
併
差
益
の
処
理

そ
こ
で
、
合
併
契
約
に
よ
る
こ
う
し
た
株
主
の
移
転
に
よ
っ
て
法
人
格
の
合
一
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
存
続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
は
消

減
会
社
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
消
滅
会
社
の
資
産
、
負
債
を
受
入
れ
た
存
続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社

に
お
い
て
こ
れ
ら
を
機
能
せ
し
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
合
併
が
消
滅
会
社
の
権
利
義
務
を
包
括
的
に
承
継
す
る
と
い
う
の
は
、
こ

う
し
た
株
主
と
財
産
と
を
と
も
に
承
継
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る

Q

と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
合
、
わ
が
国
商
法
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
財

産
を
ど
の
よ
う
な
価
額
で
受
入
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
く
、

た
ん
に
そ
の
受
入
価
額
と
存
続
ま
た
は
新
設
会
社
の
増

加
資
本
と
の
差
額
の
処
理
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
み
で
あ
る

Q

す
な
わ
ち
、
商
法
は
そ
の
第
一
八
八
条
ノ
二
の
資
本
準
備
金
の
規
定

に
お
い
て
、

「五

合
併
ニ
依
リ
消
滅
シ
タ
ル
会
社
ヨ
リ
承
継
シ
タ
ル
財
産
の
価
額
ガ
其
ノ
会
社
ヨ
リ
承
継
シ
タ
ル
債
務
ノ
額
及
其
ノ
会

社
ノ
株
主
ニ
支
払
ヒ
タ
ル
金
額
並
ニ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
ノ
増
加
シ
タ
ル
資
本
ノ
額
又
ハ
合
併
ニ
因
リ
設
立
シ
タ
ル
会
社
ノ
資
本
ノ
額

ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
超
過
額
」
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と
と
し
、
な
お
同
条
第
三
項
に
お
い
て
、

「
第
一
項
第
五
号
ノ
超
過
額
中
合

併
ニ
因
リ
消
滅
シ
タ
ル
会
社
ノ
利
益
準
備
金
其
ノ
他
会
社
ニ
留
保
シ
タ
ル
利
益
ノ
額
ニ
相
当
ス
ル
金
額
ハ
之
ヲ
資
本
準
備
金
ト
為
サ
ザ
ル

コ
ト
ヲ
得
比
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
利
益
準
信
金
ノ
額
ニ
相
当
ス
ル
金
額
ハ
之
ヲ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
ニ
因
リ
設
立
シ
タ
ル

会
社
ノ
利
益
準
備
金
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
さ
れ
て
い
る

Q

一
般
に
前
者
の
処
理
を
現
物
出
資
説
、
後
者
の
処
理
を
人
格
合
一
説
と
し

て
区
別
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
規
定
に
よ
る
か
で
合
併
に
お
け
る
資
産
、
負
債
の
受
入
れ
価
額
を
決
定
す
る
際
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の

で
、
合
併
契
約
書
の
第
四

O
九
条
第
三
号
資
本
及
準
備
金
の
規
定
に
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
選
択
は
任
意
で
あ
り
、
会
社
合
併
の
特
別
規
定

の
本
質
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
の
本
質
観
が
問
わ
れ
る
と
と
に
な
る
の
で
あ
る

Q

(7'~ 

人
格
合
一
説
と
現
物
出
資
説



す
な
わ
ち
、
合
併
本
質
論
の
課
題
は
、
合
併
に
お
い
て
株
主
及
び
財
産
の
包
括
的
移
転
が
お
こ
な
わ
れ
る
過
程
を
法
律
上
い
か
に
説
明

す
る
か
に
あ
る
。
通
常
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、

い
わ
ゆ
る
人
格
合
一
説
と
し
て
、
合
併
は
一
つ
以
上
の
会
社
の
解
散
、
消
滅
か
ら
そ
の

所
有
者
及
び
財
産
が
包
括
的
に
存
続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
に
承
継
さ
れ
、
そ
の
法
人
格
が
合
一
さ
れ
る
会
社
間
の
契
約
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
解
散
し
た
会
社
に
は
、
後
始
末
を
要
す
る
も
の
が
何
も
残
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
清
算
手
続
を
省
略
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
商
法
第
四
一
七
条
に
は
「
会
社
が
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
合
併
及
破
産
ノ
場
合
ヲ
除
グ
ノ
外
取
締
役
其
ノ
清
算
人

ト
為
ル
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は
会
社
の
行
為
の
同
義
反
復
的
説
明
に
す
ぎ
な
い
の
で
、

「
法
が
こ
れ
に
つ
き
特
別
の
規
定
を
設
け
、
特
殊

の
制
度
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
場
合
の
出
資
者
は
一
個
ま
た
は
数
個
の
会
社
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
会
社
の
全
財
産
が
出
資
の
目
的
物

と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

一
方
に
お
い
て
手
続
き
の
簡
易
化
の
要
求
を
生
ず
る
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
当
事
会
社
の
社
員
及
び
債
権
者

の
保
護
を
は
か
り
、
か
つ
実
質
上
の
出
資
者
た
る
解
散
会
社
の
社
員
の
存
続
会
社
又
は
新
設
会
社
に
お
け
る
社
員
権
の
取
得
に
つ
き
規
定

す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
見
地
に
お
い
て
は
、
合
併
当
事
会
社
聞
の
合
意
た
る
い
わ
ゆ
る
合
併
契
約
は
、
入
社
契

約
若
し
く
は
株
式
引
受
契
約
又
は
設
立
行
為
に
該
当
し
、
そ
の
法
律
上
の
性
質
も
、

」
れ
ら
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

(大

隅
健
一
郎
著
『
会
社
法
概
説
』
二
七
七
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
解
釈
論
が
一
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

Q

こ
れ
は
、
合
併
に
よ
る
場
合
で
も
、
会
社
の
資
本
の
増
加
ま
た
は
設
立
で
あ
る
以
上
、
合
併
会
社
へ
の
出
資
で
あ
り
、
そ
の
目
的
物
と

し
て
被
合
併
会
社
の
全
財
産
と
い
う
現
物
を
と
り
あ
げ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
出
資
は
、
い
わ
ば
、
特
殊
化
さ
れ
た
現
物
出
資

で
あ
る
か
ら
、
発
行
株
式
の
引
受
、
設
立
を
合
併
契
約
と
い
う
手
続
簡
易
化
に
よ
り
、
解
散
会
社
の
株
主
は
そ
の
意
思
に
も
と
づ
か
ず
に

存
続
ま
た
は
新
設
会
社
の
株
主
と
な
り
、
そ
の
清
算
手
続
き
を
省
略
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
株
主
及
び
債
権
者
保
護
の
た
め
の
規
定
を
お

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一七



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
ハ
よ
〉

七

き
、
特
別
決
議
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
現
物
出
資
に
つ
い
て
は
、
第
一
六
八
条
第
二
項
に
・
山
わ
い
て
、

「
現
物
出
資
ハ
発
起
人
ニ
限
リ
テ
之
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
合
併
の
場
合
の
出
資
者
は
、
被
合
併
会
社
と
い
う
法
人
が
、
合
併
の
前
需
と
し
て
解
散
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
存
続
ま
た
は
新
設
会
社
の
発
起
人
と
す
る
に
は
難
点
が
あ
る
。
合
併
本
質
論
の
課
題
が
、
株
王
及
び
財
産
の
包
括
的
承

継
で
あ
る
以
上
、
財
産
の
み
の
現
物
出
資
で
は
充
分
の
説
明
た
り
え
な
い
、
と
批
判
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
う
け
て
、
株
主
現
物
出
資
説
と
し
て
、
解
散
会
社
の
株
主
が
そ
の
地
位
、
持
分
権
を
現
わ
す
株
式
を
存

続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
に
現
物
出
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
会
社
の
解
散
と
財
産
を
包
括
的
に
移
転
す
る
も
の
と
の
解
釈
も
生
じ

た
の
で
あ
る
(
服
部
栄
三
著
『
株
式
の
本
質
と
会
社
の
能
力
』
一
一
一
六
ペ
ー
ジ
Y

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
で
も
、
解
散
会
社
の
持
分
権
が
現
物
出
資
の
目
的
物
た
り
う
る
か
、
そ
の
出
資
即
財
産
の
移
転
た
り
う
る

か
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
お
充
分
で
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
く
し
て
、
合
併
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
通
説
の
人
格
合
一
説
と
こ
れ
を
批
判
し
た
現
物
出
資
説
の
二
説
に
よ
っ
て
も
な
お
充
分
に
そ

の
解
釈
が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
行
法
規
で
は
、
合
併
が
契
約
に
よ
る
法
人
格
合
一
を
法
律
手

続
に
従
っ
て
実
行
さ
れ
れ
ば
、
解
散
会
社
と
は
無
関
係
と
な
る
か
ら
、
承
継
さ
れ
た
解
散
会
社
の
財
産
の
評
価
額
い
か
ん
は
問
題
で
な
く
、

さ
ら
に
は
そ
の
合
併
会
社
の
交
付
し
た
株
式
の
資
木
金
額
を
超
え
る
額
を
、
す
べ
て
資
本
準
備
金
と
し
て
処
理
す
る
か
、
利
益
準
備
金
そ

の
他
の
剰
余
金
に
分
別
経
理
す
る
か
に
は
直
接
関
わ
り
は
な
い
。
消
滅
会
社
の
株
主
も
財
産
も
包
括
承
継
し
て
合
併
が
成
立
し
た
後
は
文

字
通
り
全
て
存
続
ま
た
は
新
設
会
社
の
手
に
属
す
る
。
承
継
財
産
を
簿
価
に
よ
る
か
、
時
価
に
よ
る
か
、
交
付
株
式
の
資
本
金
額
と
の
差

額
を
一
括
処
理
す
る
か
、
こ
れ
や
』
分
別
経
理
す
る
か
い
な
か
は
、
合
併
後
の
会
社
の
営
業
状
態
い
か
ん
に
よ
っ
て
定
め
ら
る
べ
き
も
の
と



し
て
、
そ
の
選
択
を
認
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
会
計
処
理
の
問
題
は
、
当
然
会
計
学
の
研
究
領
域
に
属
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
商
法
上
の
人
格
合
一
説
、
現
物
出
資
説
と
い
う
合
併
本
質
観
は
、
合
併
会
計
の
処
理
を
問
題
に
す
る
出

発
点
と
は
な
る
が
、
そ
の
解
明
は
、
誰
が
誰
に
対
す
る
会
計
責
任
を
負
う
か
と
い
う
会
計
主
体
の
立
場
か
ら
首
尾
一
貫
し
た
会
計
理
論
の

形
成
い
か
ん
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
次
に
こ
う
し
た
合
併
会
計
の
実
態
か
ら
そ
の
問
題
点
を
掘
下

げ
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
結
合
会
計
と
の
対
比
に
お
い
て
そ
の
解
明
に
接
近
し
よ
う
。

わ
が
国
の
会
社
会
併
会
計
ー
ー
そ
の
実
態

合
併
会
計
の
問
題
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
な
合
併
契
約
書
に
お
け
る
存
続
会
社
な
い
し
は
新
設
会
社
が
新
た
に
発
行
す
る
株
式
の
総
数

と
そ
の
割
当
て
、

つ
ま
り
合
併
比
率
決
定
の
前
提
と
な
る
企
業
評
価
に
は
じ
ま
り
、
次
い
で
合
併
会
社
が
受
入
れ
る
被
合
併
会
社
の
資
産

評
価
、
さ
ら
に
は
交
付
新
株
総
額
と
受
入
れ
純
資
産
額
と
の
差
額
処
理
に
お
け
る
合
併
差
損
益
の
認
識
並
び
に
そ
の
際
に
お
け
る
被
合
併

会
社
の
利
益
剰
余
金
等
の
承
継
処
理
で
あ
る
。

{→ 

企
業
評
価
と
合
併
比
率

ま
ず
、
合
併
比
率
決
定
の
前
提
と
な
る
企
業
評
価
の
方
法
と
し
て
は
、
古
来
か
ら
企
業
価
値
は
そ
の
収
益
力
を
資
本
還
元
し
た
現
在
価

値
(
援
制
資
本
価
値
)
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
、
原
則
的
に
は
こ
の
収
益
力
還
元
価
値
法
に
よ
る
が
、
そ
の
見
積
り
に
恋
意
性
が
は

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
株
式
市
価
法
が
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
、
公
正
な
価
格
で
再
評
価
さ
れ
た
時
価
基
準
ま
た
は

歴
史
的
な
取
得
原
価
で
記
録
さ
れ
て
き
た
帳
簿
価
額
基
準
に
よ
る
純
財
産
額
、

お
よ
び
こ
れ
ら
収
益
力
還
元
価
値
と
純
財
産
額
と
の
折
表

法
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
方
法
を
と
る
か
は
合
併
、
被
合
併
い
ず
れ
の
株
主
に
有
利
に
な
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
ハ
上
〉

一
七
三



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一
七
四

た
と
え
ば
、

甲
社
(
諸
資
産
二
億
円
、

諸
負
債
八
千
万
円
、

資
本
金
一
億
円
、

利
益
剰
余
金
二
千
万
円
)
が
乙
社
(
諸
資
産
七
千
万

円
、
諾
負
債
四
千
万
円
、
資
本
金
二
千
万
円
、
利
益
剰
余
金
一
千
万
円
)
を
吸
収
合
併
す
る
場
合
、
過
去
三
年
間
の
平
均
利
益
額
が
甲
社

九
O
O万
円
、
乙
社
一
入

O
万
円
、
資
本
還
元
率
(
一
般
に
は
平
均
利
子
率
)
六
Mm
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
益
力
還
元
価
値
は
、

甲
社

由
・

C
C
C
4・2
+
C
・c
o
u
z
o
-
C
C
0
4
Z

乙
社

ゲ∞。。
4
2
+
。・

g
u
ω
0
・0
C
C
4
2

よ
っ
て
、
合
併
比
率
は
、
両
社
と
も
額
面
五

O
O円
株
と
す
れ
ば
、
甲
社
二
十
万
株
、
乙
社
四
万
株
だ
か
ら
、
甲
の
乙
へ
の
交
付
新
株
は

(甲
)Ncowso(詳
)
×

8
・0004・Z
¥
5
0
・8
0
4
E
U
(乙
)
ち
"
。
。
。
芽

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
社
株
主
は
、
そ
の
一
株
に
対
し
新
株
一
株
を
受
取
り
、
合
併
比
率
一
対
一
の
対
等
合
併
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
甲
社
は
上
場
会
社
で
そ
の
最
近
一
ヶ
月
の
平
均
株
価
が
六

C
C円
、
乙
社
は
非
上
場
で
あ
る
た
め
、
そ
の
類
似
業
程
比
準

株
価
ハ
類
似
上
場
会
社
の
平
均
株
価
を
一
株
当
り
純
資
産
や
同
利
益
、
同
配
当
を
考
慮
し
て
一
調
整
し
た
も
の
〉
を
と
り
、
こ
れ
が
五

0
0

円
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
両
者
の
株
式
市
価
基
準
に
よ
る
評
価
額
は

申
社

g
o
z
x
M
O
O
-
0
0
0努
UHN0
・0
8
4
2

乙
社

問
。
。
司
×
品
0・8
0穿
H
N
0
・0
8
4
2

と
な
り
、
甲
の
乙
へ
の
交
付
新
株
は

(
甲

a
u
g
・
。
。
。
弊
×

N0
・8
0
4
2
¥
E
C
U
C
O
O
N市
苫
行
川
(
乙
〉
8
・ωωω
芽

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
甲
社
株
式
五
株
を
も
っ
て
乙
社
株
式
六
株
と
交
換
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
合
併
比
率
に
五
対
六
で
甲
社
株
主

が
有
利
と
な
る
。



一
方
、
両
社
を
そ
の
純
財
産
で
評
価
す
れ
ば
、
そ
の
帳
簿
価
額
は
甲
社
が
一
億
二
千
万
円
、
乙
社
が
三
千
万
円
、
し
た
が
っ
て
一
株
当

り
純
財
産
は
甲
社
が
六

O
O円
、
乙
社
七
五

O
円
で
あ
る
か
ら
、
合
併
比
率
四
対
五
、
交
付
新
株
は

(甲
)
N
c
c
u

。
。
。
薬
×

ω0
・0
8
4
2
¥
5
0
・8
0
4
2
U
(乙
)

日

0・。。。詳

と
な
っ
て
、
乙
社
株
主
が
有
利
と
な
る
。

こ
の
場
合
、
乙
社
の
所
有
す
る
土
地
等
を
時
価
で
再
評
価
す
る
と
な
お
一
千
万
円
増
価
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
時
価
基
準
に
よ
る
乙
社

の
純
財
産
に
四
千
万
円
と
な
る
の
で
(
た
だ
し
こ
の
場
合
に
単
に
企
業
評
価
の
計
算
上
の
こ
と
で
評
価
益
の
課
税
問
題
に
は
関
係
な
い
)

乙
社
一
株
当
り
純
財
産
は
一
千
円
、
交
付
新
株
は
、

(甲
)MOO-000非
×

A0
・0
8
4
2
¥
5
0
・0
8
4
2
H
(乙〉
2
・2
0芽

と
な
り
、
乙
社
株
式
三
株
で
甲
社
新
株
五
株
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
、
合
併
比
率
三
対
玉
、
乙
社
株
主
が
断
然
有
利
と
な
る
(
な
お
、
端

株
が
生
じ
た
場
合
に
は
甲
社
が
そ
の
一
株
当
り
純
財
産
額
で
買
取
る
こ
と
に
な
る
)
。

こ
の
た
め
、
両
者
の
利
害
を
調
整
す
る
折
衷
法
と
し
て
は
、
種
々
の
企
業
評
価
法
を
組
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
、

一
般
的
に
収
益
還
元

価
値
と
純
財
産
簿
価
額
と
の
平
均
額
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
評
価
額
は

甲
社

Q
M
o
b
s
4
2
+
5
0
・0
8
4
2
)
+
M
H
E
P
O
8
4
2

乙
社

(
ω
0
・0
8
4
2
+
8
・0
8
4
2
)
+
M
u
g
・0
8
4
2

と
な
り
、
交
付
す
べ
き
新
株
は
、

(甲
)MOO-000(芽
)
×

ω0
・0
8
4
2
¥
ロF
。8
4
2
U
(
乙
)tw主
大
勢
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
併
比
率
は
、

一
株
当
り
評
価
額
で
は
甲
社
六
七
五
円
、
乙
社
七
五

O
円
で
十
対
九
、
ま
た
に
一

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

一
七
五



対
0
・
九
、 企

業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一
七
六

つ
ま
り
乙
社
株
式
九
株
で
甲
社
新
株
十
株
を
う
る
こ
と
に
な
り
(
端
株
処
理
は
前
述
の
と
お
り
)
、
乙
社
の
株
主
が
有
利
な
合

(ゴ
併
を
す
す
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

合
併
差
損
益
と
営
業
権

こ
の
よ
う
に
、
企
業
評
価
の
方
法
が
異
な
れ
ば
、
甲
社
の
増
加
す
べ
き
資
本
の
額
も
ま
た
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
株
式
相
当
額
を

つ
ま
り
合
併
墾
損
益
も
ま
た
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
交
付
新
株
は
額
面

対
価
と
し
て
受
入
れ
る
乙
社
の
純
財
産
額
と
の
差
、

収
益
力
還
元
価
値
法

五
O
O円
で
あ
る
か
ら
、
増
加
す
べ
き
資
本
金
額
は

品。・

000芽
×

m
o
o
z
u
N
0
・COOM叩
Z

株
式
市
価
法

純
財
産
簿
価
法

純
財
産
時
価
法

折

衷

法

で
あ
る
。
受
入
れ
純
財
産
を
簿
価
で
評
価
す
る
な
ら
ば
三
千
万
円
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
差
額
は

H0
・CC04・Z
の
合
併
差
益

収
益
力
還
元
価
値
法

株
式
市
価
法

純
財
産
簿
価
法

純
財
産
時
価
法
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折

衷

法

?
ヰ
∞
4
・
Z
の
合
併
差
益

が
生
ず
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
純
財
産
時
価
法
に
よ
っ
て
合
併
差
損
の
生
ず
る
よ
う
な
合
併
は
商
法
上
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
差
損
を
生

ず
る
よ
う
な
合
併
は
、
そ
の
株
式
対
価
以
下
の
金
額
の
財
産
を
受
入
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
資
本
充
実
原
則
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
甲
社

株
主
は
不
満
で
合
併
無
効
の
訴
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
実
際
に
土
地
を
再
評
価
し
て
受
入
れ
る
か
(
と
す
れ
ば
評
価
益

ι対
す

る
課
税
問
題
が
生
ず
る
)
、

ま
た
は
こ
の
「
含
み
益
」
が
将
来
は
超
過
収
益
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
受
入
財
産
の
う
ち
に

「
の
れ
ん
」

(
向
。

o
a
c
E
)
を
有
償
取
得
し
た
も
の
と
認
識
し
て
こ
れ
を
計
上
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
が
、
わ
が
国
商
法
の
第
二
八
五
条
ノ
七
で
、

「
麗
廉
ハ
有
償
ニ
テ
譲
受
ケ
又
ハ
合
併
ニ
因
リ
取
得
シ
タ
ル
場
合
ニ
限
リ
貸
借
対
照
表
ノ
資
産
ノ
部
ニ
計
上
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合

一
一
於
テ
ハ
其
ノ
取
得
価
額
ヲ
附
シ
其
ノ
取
得
ノ
後
五
年
内
ニ
毎
決
算
期
ニ
於
テ
均
等
額
以
上
ノ
償
却
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
会
計
上
、
無
形
固
定
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
る
諸
権
利
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
営
業
権
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
土
地
等
の
再
評
価
益
に
相
当
す
る
一
千
万
円
の
苗
業
権
含
計
上
し
て
、
受
入
れ
純
財
産
を
四
千
万
円
と
評

価
す
れ
ば
、
増
加
す
る
資
本
金
額
と
の
差
額
た
る
六
、
六
六
七
千
円
の
合
併
差
益
を
計
上
す
る
。
ま
た
、
受
入
れ
純
財
産
の
対
価
と
し
て

決
定
し
た
資
本
金
額
に
合
致
す
る
よ
う
に
、
ゴ
二
一
二
三
三
千
円
で
有
償
取
得
し
た
営
業
権
を
計
上
し
て
受
入
れ
純
財
産
を
一
ニ
ゴ
一
、
一
ニ
三
コ
一

千
円
で
評
価
す
れ
ば
合
併
差
損
益
な
し
と
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
い
ず
れ
の
処
理
を
と
る
か
に
つ
い
て
は
、
受
入
れ
資

産
を
公
正
な
時
価
で
再
評
価
す
る
現
物
出
資
説
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
簿
価
に
よ
る
資
産
承
継
を
原
則
と
す
る
人
格
合
一
説
を
と
る
か
に

よ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
結
果
生
じ
た
合
併
差
益
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
資
本
準
備
金
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
よ
う
な
合
併

差
益
金
額
の
う
ち
か
ら
被
合
併
会
社
よ
り
承
継
す
る
「
利
益
準
備
金
其
ノ
他
ノ
留
保
利
益
」
に
相
当
す
る
額
を
除
く
か
、
と
い
う
現
物
出

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
〈
上
)

一
七
七



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

一
七
八

資
説
、
人
格
合
一
説
の
い
ず
れ
を
と
る
か
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
(
な
お
、
こ
の
よ
う
な
合
併
差
損
益
と
営
業
権
の
計
上

は
、
合
併
当
事
会
社
聞
に
株
式
の
相
互
持
合
い
の
あ
る
場
合
に
も
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
合
併
交
付
金
の
処
理
と
と
も
に
後
述
す
る
)
。

(三ヨ

現
物
出
資
説
と
人
格
合
一
説

こ
の
点
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
会
社
合
併
は
、
そ
の
法
律
上
の
解
釈
論
と
し
て
人
格
合
一
説
、
現
物
出
資
説
い
か
ん
に
よ
っ

て
、
会
計
的
に
も
被
合
併
会
社
か
ら
承
継
す
べ
き
財
産
の
評
価
ゃ
、
留
保
利
益
相
当
額
の
処
理
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
商
法
上
の
合
併
が
、
当
事
会
社
聞
の
「
契
約
」
に
よ
っ
て
、

一
つ
以
上
の
会
社
が
「
解
散
」
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
清

算
」
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く
、
消
滅
す
る
被
合
併
会
社
の
権
利
、
義
務
を
そ
の
ま
ま
存
続
ま
た
は
新
設
さ
れ
る
合
併
会
社
へ
引
継
ぐ
こ

と
に
よ
っ
て
、
二
以
上
の
法
人
格
が
合
一
さ
れ
る
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
会
計
的
に
は
、
被
合
併
会
社
の
株

主
が
そ
の
保
有
す
る
株
式
|
|
旧
株
ー
ー
を
合
併
会
社
の
発
行
す
る
株
式
|
|
新
株
ー
ー
ー
と
交
換
す
る
資
本
取
引
を
通
し
て
、
す
べ
て
合

併
会
社
の
株
主
と
な
り
、
そ
の
新
株
の
対
価
と
し
て
被
合
併
会
社
の
資
産
、
負
債
の
引
渡
し
、
合
併
会
社
に
よ
る
受
入
れ
と
い
う
現
物
取

引
を
通
し
て
、
こ
れ
が
資
産
マ
イ
ナ
ス
負
債
の
正
味
財
産
に
相
当
す
る
株
主
持
分
の
承
継
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
問
題
は
、
こ
の
二
つ
の
取
引
が
、
実
際
に
は
、
い
わ
ば
同
時
的
に
進
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
新
旧
両
株
式
の
交
換
に

資
産
、
負
債
の
承
継
が
付
随
す
る
も
の
と
み
る
か

i
i人
格
合
一
説

i
i、
あ
る
い
は
被
合
併
会
社
の
資
産
、
負
債
と
い
う
現
物
に
よ
る

新
株
の
払
込
み
と
み
る
か
|
|
現
物
出
資
説

l
!と
い
う
解
釈
上
の
違
い
が
生
ず
る
。
こ
の
た
め
、
新
旧
両
株
式
の
評
価
額
と
現
物
財
産

の
評
価
額
、
並
び
に
両
者
の
差
額
た
る
合
併
差
損
益
の
認
識
、
内
容
、
金
額
も
ま
た
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
ば
か
り
か
、
合
併
当
事
会
社

の
都
合
に
よ
っ
て
両
説
の
混
用
す
ら
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
現
物
出
資
説
に
従
え
ば
、
消
滅
会
社
の
資
産
、
負
債
を
す
べ
て
時
価
評
価
し
、
そ
の
総
額
と
交
付
新
株
と
の
差
額
も
ま
た



す
べ
て
合
併
差
損
益
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
の
例
の
場
合
、
受
入
れ
純
財
産
が
土
地
等
を
評
価
し
直
し
た
四
千
万
円
と
さ
れ
、
そ

れ
と
交
付
新
株
総
額
と
の
差
額
を
す
べ
て
資
本
準
備
金
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

収
益
力
還
元
価
値
法

二

O
、
0
0
0千
円

株
式
市
価
法
(
合
併
減
資
差
益
含
む
)

一
三
、
一
一
一
三
三
千
五
百
円

純
財
産
薄
価
法

一五、

0
0
0千
円

純
財
産
時
価
法

六
、
六
六
七
千
円

折

京

法

七

七
七
)¥ 

千
円

の
資
本
準
備
金
が
計
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
結
果
、
現
物
出
資
説
に
従
え
ば
、
受
入
れ
純
財
産
の
評
価
益
に
対
す
る
課
税
問
題
も
生
ず
る
が
ハ
そ
の
未
払
税
額
は
、
の
ち
に
み

る
合
併
交
付
金
と
同
様
、
受
入
れ
純
財
産
か
ら
控
除
し
、

そ
れ
だ
け
合
併
差
益
の
資
本
準
備
金
を
減
額
せ
し
め
る
必
要
も
生
ず
る
)
、
被

合
併
会
社
の
株
主
が
将
来
、
配
当
可
能
利
益
と
し
て
分
配
さ
る
べ
き
持
分
ま
で
す
べ
て
拘
束
さ
れ
、
た
と
い
純
財
産
時
価
法
な
ど
で
最
大

限
有
利
な
新
株
の
交
付
を
受
け
た
と
し
て
も
、
な
お
将
来
手
に
し
た
で
あ
ろ
う
利
益
を
失
な
う
不
利
は
否
め
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
人
絡
会
一
説
に
従
え
ば
、
消
滅
す
る
会
社
の
資
産
、
負
債
は
、
被
合
併
会
社
に
お
け
る
帳
簿
価
額
そ
の
ま
ま
で
引
渡

し
、
受
入
れ
が
な
さ
れ
、
旧
株
主
持
分
た
る
利
益
準
備
金
や
剰
余
金
の
「
留
保
シ
タ
ル
利
益
」
を
合
併
会
社
に
引
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
か
ら
、
被
合
併
会
社
の
株
主
は
有
利
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
さ
き
の
例
で
乙
社
の
利
益
剰
余
金
一
千
万
円
の
内
容
が
利
益
準
備
金

三
百
万
円
、
任
意
積
立
金
三
百
万
円
、
当
期
未
処
分
利
益
四
百
万
円
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
甲
社
が
合
併
後
に
計
上
す
る
合
併
差
益
は
、

こ
れ
ら
利
益
準
備
金
と
任
意
積
立
金
を
承
継
し
た
残
額
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
が
資
本
準
備
金
と
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

一
七
九



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

一
八

O

資
本
準
備
金

利
益
準
備
金

任
意
積
立
金

収
益
力
還
元
価
値
法

四、

0
0
0千
円

三、

0
0
0千
円

三、

0
0
0千
円

株
式
市
価
法

七
、
三
三
三
、
五
百
円

三、

0
0
0千
円

三、

0
0
0千
円

純
財
産
簿
価
法

盤

三、

0
0
0千
円

二、

0
0
0千
円

純
財
産
時
価
法

(
営
業
権
一
千
万
円
の
場
合
収
益
力
還
元
法
と
同
じ
)

ク
(
営
業
権
九
、
三
三
三
千
円
)
無

一ニ、

0
0
0千
円

三、

0
0
0千
円

ク
(
営
業
権
三
、
三
三
三
千
円
)
無

伍

無

折

衷

法

一
、
七
七
八
千
円

三、

0
0
0千
円

三、

0
0
0千
円

と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
商
法
で
は
、
こ
の
両
説
を
い
ず
れ
も
認
め
、
合
併
当
事
会
社
両
方
の
株
主
の
利
害
を
調
整
し
う
る
よ
う
、
そ
の
任
意
適
用

を
許
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
結
果
は
、
株
主
の
拠
出
資
本
た
る
額
面
超
過
金
、
払
込
剰
余
金
、
減
資
差
益
と
並
ぶ
合
併
差
益
の
資

本
準
備
金
と
し
て
の
計
上
が
、
利
益
剰
余
金
を
承
継
し
た
後
の
差
額
を
拘
束
す
る
だ
け
の
処
理
の
問
題
と
な
り
、
そ
の
本
質
、
内
容
が
不

明
確
に
な
っ
た
ば
か
り
か
、
実
務
上
は
し
だ
い
に
両
説
の
処
理
を
部
分
的
に
混
用
し
た
会
計
的
処
理
、
報
告
も
み
ら
れ
る
な
ど
、
よ
る
べ

き
合
併
会
計
基
準
を
見
出
し
え
な
い
ま
ま
、
さ
ら
に
種
々
の
問
題
が
派
生
し
て
く
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

制)

合
併
会
計
の
実
態
調
査

そ
こ
で
、

こ
う
し
た
混
乱
を
わ
が
国
に
お
け
る
実
態
調
査
か
ら
あ
と
ず
け
て
み
よ
う
〈
日
本
会
計
研
究
学
会
、
会
社
合
併
・
分
割
会
計
ス
タ

デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
の
実
態
調
査
、
会
計
五
五
年
六
月
号
、
五
六
年
五
月
号
〉
。

ま
ず
、
合
併
契
約
上
重
要
な
合
併
比
率
の
決
定
か
ら
み
る
と
、



社
以
上
の
合
併
を
も
合
む
一
四
三
件
の
中
約
半
数
の
七

O
件
が
い
わ
ゆ
る
一

O
O
M子
会
社
の
無
増
資
合
併
で
、
企
業
評
価
、
合
併
比
率

の
決
定
と
い
っ
た
問
題
の
な
い
点
に
、
わ
が
国
会
社
合
併
の
ひ
と
つ
の
特
異
性
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
残
り
の
七
三
件
の
う
ち
で
は
、
四

一
件
が
一
対
一
の
対
等
合
併
、

一
対
十
の
十
件
(
う
ち
一
件
が
逆
さ
合
併
)
、

一
対

0
・
一
の
四
件
(
額
面
変
更
の
た
め
の
合
併
)
が
あ

り
、
他
の
十
八
件
の
み
が
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
評
価
に
基
づ
く
合
併
比
率
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
過
去
の
調
査
(
昭
和
四
五
年
の
通
産
省
)

で
対
等
合
併
が
八
三
労
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
五
一
%
(
一
対
十
を
含
ん
で
も
七
O
w
m
)
に
減
少
し
、
実
質
的
に
そ
の
合
併
比
率
に
企

業
評
価
の
結
果
を
反
映
す
る
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
合
併
比
率
を
算
定
す
る
前
提
と
し
て
、
事
前
の
増
・
減
資
に
よ
る
調
整
を
試
み
た
件
数
が
二
三
件
、
う

ち
被
合
併
会
社
で
の
増
資
六
件
、
同
じ
く
減
資
九
件
、
株
式
併
合
ま
た
は
分
割
が
五
件
、
そ
の
他
合
併
会
社
で
の
増
資
一
件
、
同
じ
く
減

資
一
件
、

一
O
O
M子
会
社
の
場
合
が
一
件
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
う
し
た
調
整
の
結
果
帳
簿
価
額
に
よ
る
資
産
承
継
を

お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
、
合
併
比
率
の
算
定
は
、
企
業
価
値
評
価
よ
り
も
事
前
増
・
減
資
に
よ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
点
、
企
業
評
価
に
よ
る
合
併
比
率
算
定
の
場
合
も
、
株
価
の
あ
き
ら
か
な
場
合
の
十
一
社
の
う
ち
株
式
市
価
法
が
五
社
、
簿
価
法

二
社
、
折
衷
法
四
社
で
あ
る
が
、
株
価
不
明
の
場
合
の
四
五
社
中
三
十
社
が
帳
簿
価
額
法
、
再
調
達
時
価
法
四
社
、
将
来
収
益
を
加
味
し

た
収
益
還
元
法
が
一
社
、
折
衷
法
九
社
、
そ
の
他
一
社
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
前
の
増
・
減
資
に
よ
る
調
整
の
場
合
と
と
も

に
、
企
業
評
価
の
結
果
か
ら
合
併
比
率
を
求
め
る
場
合
に
も
、
そ
の
半
数
は
帳
簿
価
額
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
(
な
お
、
最
近
の

上
場
会
社
三
八
件
で
は
実
質
的
に
百
Mm
が
純
資
産
の
簿
価
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う

l
l証
券
、
五
四
年
十
一
月
号
)
、
合
併
に
際
し
て
企

業
価
値
を
評
価
し
直
す
と
い
う
こ
と
の
意
義
も
実
利
的
に
見
直
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
次
に
こ
う
し
た
合
併
比
率
算
定
に
お
け
る
企
業
評
価
の
傾
向
と
関
連
し
て
、
受
入
資
産
の
評
価
基
準
と
会
計
処
理
を
み
て

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
ハ
上
)

i¥ 



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

合併会計の実態

~ 社lZウZ欠事匁数ム
評価基準 剰余金な

金資本と譲し渡て 金承利継益と剰し余てし又は非
承継 承継

親子会社関 63 (12) 48 13 12 18 18 

関連会社関 13 (2) 12 1 1 3 7 

実質関係問 14 (4) 10 2 4 4 6 

兄弟関係間 16 (5) 14 2 4 1 10 

同一系列間 2 (1) 2 。 1 。 。
同業他社関 2 (0) 1 1 1 。 1 

逆さ合併 8 (0) 7 。 。 。 7 

その他 9 (3) 7 2 3 。 6 

百十
1127ω| 101 21 26 29 55 

第二表

八

み
る
と
、
第
二
表
の
よ
う
に
、
や
は
り
簿
価
基
準
に
よ
る
も
の
が
圧
倒
的
で
は
あ
る

が
、
時
価
基
準
併
用
の
場
合
も
、
過
去
の
調
査
よ
り
は
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
さ

ら
に
、
こ
の
評
価
基
準
に
よ
る
資
産
承
継
額
が
新
株
発
行
額
を
超
え
た
場
合
の
合
併

差
益
を
資
本
準
備
金
と
し
て
承
継
す
る
か
、
利
益
剰
余
金
と
し
て
承
継
す
る
か
は
、

全
く
混
合
的
で
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
な
簿
価
基
準
|
↓
利
益
剰
余
金
承
継
の
人
格

合
一
説
的
処
理
か
、
時
価
基
準
l
l
v資
本
準
備
金
承
継
の
現
物
出
資
説
的
処
理
か
、

と
い
?
た
よ
う
な
一
元
的
処
理
は
少
な
く
、
全
く
任
意
選
択
的
で
あ
る
点
に
大
き
な

特
徴
が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
も
、
受
入
資
産
の
内
容
に
は
繰
延
資
産
の
承
継
五
件
、
特
定
引
当
金
の
承
継

三
一
件
と
、
わ
が
国
独
自
の
項
目
が
み
ら
れ
、
繰
越
欠
損
の
有
る
場
合
が
四
分
の
一

で
、
そ
の
処
理
法
は
、
土
地
等
の
評
価
益
で
補
て
ん
し
た
場
合
が
十
九
件
、
任
意
積

立
金
で
の
補
て
ん
が
三
件
、
法
定
準
備
金
じ
よ
る
場
合
が
四
件
、
合
併
減
資
差
益
に

よ
る
場
合
が
五
件
、

「
の
れ
ん
」
と
し
て
の
営
業
権
処
理
が
一
件
で
あ
り
、
時
価
基

準
併
用
の
場
合
の
ほ
と
ん
ど
が
、
実
は
か
か
る
繰
越
欠
損
て
ん
ぼ
の
た
め
に
資
産
評

価
益
を
計
上
し
、
同
様
に
そ
の
目
的
で
利
益
剰
余
金
を
承
継
す
る
場
合
が
多
か
っ
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
関
連
を
示
す
た
め
に
、
第
二
表
で
は
、
当
事
会
社
聞
の
関

係
別
に
そ
の
会
計
処
理
の
実
態
勢
)
区
分
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う



に
、
百
Mm
子
会
社
の
吸
収
合
併
が
多
く
、
逆
さ
合
併
を
合
め
て
実
質
的
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
会
社
問
の
合
併
が
、
実
は
繰
越
欠
損
の
あ

る
よ
う
な
不
振
会
社
の
救
済
の
た
め
、
い
わ
ば
会
社
準
更
生
の
手
続
き
の
代
り
に
合
併
行
為
を
お
こ
な
っ
て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
(
こ
の
点
は
後
に
ま
た
問
題
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
)
。

移

下

|

吋
一
年

的
一

F
b

目一

4

併

で

i

合
一

第三表

年

①管理費 用の節減 26.59ぢ 29.5% 11.0% 

② 販売力(占拠率〉の拡大 33.2 7.2 14.7 

@二重投 資の回避 14.7 0.9 6.3 

③技術開発 力 の 強 化 10.3 5.1 3.1 

⑦資金調達カの強化 10.6 4.1 6.8 

①そ 。コ 他

イ〉子会社吸収 27.7 27.9 

ロ〉経営多角化 1.6 6.8 

ハ〉不振会社整理 4.7 7.3 7.4 

ニ〉額 面 変 更 7.4 

ホ〉そ σ〉 他 8.4 

年f5550 

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

件"
h
u
 qa 

一町一 190件

そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
合
併
の
目
的
自
体
に
も
、
第
三
表
に
示
し
た
よ

、つに、

過
去
の
調
査
(
四
五
年
の
遺
産
省
調
査
、
五
十
年
の
公
取
委
調
査
)
と
比
べ

て
、
従
来
の
よ
う
な
収
益
性
向
上
、
成
長
性
増
大
と
関
連
す
る
前
向
き
の
目
的

よ
り
も
、
子
会
社
吸
収
、
不
振
会
社
整
備
な
ど
系
列
再
編
、
合
理
化
目
的
の
後

向
き
の
合
併
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
た
点
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
合
併
会

計
に
お
け
る
混
合
処
理
の
傾
向
に
強
め
て
き
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
混
合
処
理
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
合
併
会

計
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
こ
う
し

計〈重複回答〉

た
合
併
会
計
の
よ
る
べ
き
適
用
基
準
を
示
し
て
そ
の
混
用
を
規
制
す
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
合
併
会
計
基
準
を

か
え
り
み
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
問
題
の
解
明
に
接
近
し
て
み
よ
う
。

数

四

ア
メ
リ
カ
の
企
業
結
合
会
計
基
準

件

ア
メ
リ
カ
の
合
併
会
計
基
準
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
そ
の
対
象
、
範
囲
か
ら
し

}
八
三



企業結合の対象範囲第四表

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
ハ
土
》

カ

Complete or total merger 

(各洲の会社法〉

merger 

consolid呂tion(amalgamation) 

メア

法律上の合併(狭義〉

(商法98~111. 408~416) 

(吸収合併 〈独禁51)
新設合併

本日

partial merg巴r

(各洲の会社法〕

transfer of busin巴ss

事実上の合併(広義〕

(商法 245)

営業譲渡

(独禁16)

acquisition of control throngh 

〈証券取引委員会〉

Consolidation of financial 

stat己m巴nt(10%以上〕
acquisition of stock 

inter10cking directorat巴

community of interests 

holding company 

(独禁13)

実質支配

(連結会計原則〉

連{子会社 (50%以上) (独禁10)

結 l関連会社 (20%以上〉

株式保有

役員兼任

利益共同

持株会社 (独禁 9)

一
八
四

て、

よ
り
広
く
企
業
結
合

9
5
g
o
E
8
5
σ
吉
注
目
。
口
問
)
の

会
計
基
準
と
し
て
、
法
人
格
上
の
い
か
ん
よ
り
も
、
経
済
的
、

実
体
的
に
、
新
た
な
会
計
責
任
を
認
識
し
う
る
か
い
な
か
に
よ

り
適
用
す
る
会
計
的
処
理
、
報
告
の
基
準
を
異
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

什

企
業
結
合
会
計
の
範
囲

す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
わ
が
国
の
合
併
会
計
の
よ
う

に
、
法
律
上
の
合
併
官
S
宮内
0

ミ
8
2問
。
ろ
と
し
て
、

以

上
の
会
社
の
資
本
増
加
に
よ
る
吸
収
合
併
(
狭
義
の

5
2宮
門
)

や
新
会
社
の
設
立
に
よ
る
新
設
合
併
合

Smo--合同日
0
ロ
)
な
ど
、

二
以
上
の
法
人
格
が
合
一
す
る
会
社
合
併
(
広
義
の

B
2
m叩
吋

イ
ギ
リ
ス
で
は

R
E
-岡
山

B
E
Zロ
)
の
み
に
限
定
さ
れ
ず
、
事

実
上
の
合
併
た
る
一
会
社
の
(
「
解
散
」
で
な
く
)
営
業
の
一
部

ま
た
は
全
部
の
譲
渡
公
司
自
由
同
白
色

σ
5
E
B凹
)
や
、
現
金
、

社
債
、
株
式
な
ど
の
対
価
に
よ
る
他
社
の
株
式
取
得
(
忠
告
ヤ

出

EOD)
に
基
づ
く
子
会
社
守
口

E
m
g
a
g
g宮
口
一
己
や
関
連

会
社
守
的
凹

o
n
E
H
E
8
5冨
ロ
己
そ
の
他
の
実
質
的
従
属
会
社



守
口
σ由民

g弓
2
5冨
ミ
)
か
ら
な
ろ
連
結
企
業
グ
ル
ー
プ
の
範
囲
ま
で
を
す
べ
て
含
め
て
、

大
き
く
企
業
結
合
と
概
念
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
会
社
の
合
併
や
営
業
譲
渡
な
ど
の
規
定
が
各
州
の
会
社
法
に
よ
っ
て
呉
な
り
、
合
衆
国
と
し
て
の
統
一

法
が
な
い
た
め
、

(
内
国
歳
入
法
に
よ
る

S
M
守
0
0

の
措
置
に
、

会
社
の
再
組
織

2
・0
吋
官
巳
S
2
8
の
規
定
は
あ
る
)
、

あ
る
州
の

会
社
法
で
は
法
律
上
の
合
併
と
な
る
も
の
も
、

他
の
州
で
は
事
実
上
の
合
併
に
過
ぎ
ず
、

実
質
的
な
支
配
力
の
獲
得
(
忠
告

E
t
s
a

g
E
H
C
H
5
2口
開
討
)
に
よ
る
会
社
取
得
の
段
階
的
区
分
が
な
し
え
な
い
ほ
ど
、
会
社
法
上
の
形
態
の
み
で
は
、
そ
の
本
質
を
と
ら
え
な
い

か
ら
で
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
法
的
実
体
で
は
な
く
、
経
済
的
実
体
に
即
し
て
、
ま
ず
広
義
に
会
社
取
得

(
R
A
E岳山
O
D
)
1
1
1支
配
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
全
部
合
併

(
8
8
]
V
E
O
R
H
o
g
-
s
q唱
。
と
し
て
、
議
決
権
株
式
の
過
半
数

若
し
く
は
そ
の
実
質
的
支
配
権
を
得
る
株
式
取
得
に
よ
り
、
被
合
併
会
社
の
物
的
財
産
を
獲
得
す
る
場
合
の
ほ
か
、
部
分
合
併
(
宮

E
J

一
部
の
営
業
所
や
工
場
、
さ
ら
に
子
会
社
な
ど
を
、
株
式
は
も
と
よ
り
現
金
、
社
債
な
ど
の
対
価
に
よ
っ
て
取
得
す

B
O円
関
白
ろ
と
し
て
、

る
場
合
も
と
り
あ
げ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
被
合
併
会
社
に
と
っ
て
、
対
価
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
買
収
守
口
円
。

F
S∞
)
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
支
配
権
の
移
動
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
新
し
く
会
計
的
処
理
、
報
告
の
責
任
も
移
動
し
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
の
場
合
に
、

一
以
上
の
会
祉
の
法
人
格
が
消
滅
し
て
、
存
続
ま
た
は
新
設
さ
れ
る
会
社
の
法
人
格
に
合
一
す
れ
ば
、
法

律
上
の
合
併
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
法
人
格
の
合
て
が
な
さ
れ
ず
に
従
来
通
り
別
個
の
法
人
格
で
も
、
会
社
取
得
の

形
態
に
応
じ
て
そ
の
実
質
支
配
の
形
態
も
変
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
親
会
社
(
宮

E
E
g
B宮
口
ち
が
支
配
下
の
企
莱
集
団
を
ま
と
め
て
あ
た

か
も
ひ
と
つ
の
新
設
合
併
合
8
8
E注
目
。
ろ
会
社
と
同
様
に
み
な
し
た
連
結
財
務
諸
表
ハ

nEg--己
主

S
丘
町
官
何
回
門
主
回

S
Z
5
8
C

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

一
八
五



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

一
八
六

アメリカの合併件数(鉱工業〉

1895年 45件 1919年 438件 1945年 333件

96 26 20 760 46 419 

97 69 21 487 47 404 

98 303 22 309 48 223 

99 1，208 23 311 49 126 

1900 340 24 368 50 219 

1 423 25 554 51 235 

2 379 26 856 52 288 

3 142 27 870 53 295 

4 79 28 1， 058 54 387 

5 226 29 1，245 55 683 

6 128 30 799 56 673 

7 87 31 464 57 585 

8 50 32 203 58 589 

9 49 33 120 59 835 

10 142 34 101 60 844 

11 103 35 130 61 954 

12 82 36 126 62 853 

13 85 37 124 63 861 

14 39 38 110 64 854 

15 71 39 87 65 1，008 

16 117 以上ワープ調べ 66 995 

17 195 以下F.T. C. 調べ 67 1，496 

18 71 40 140 68 2，407 

19 171 41 111 69 2，307 

20 206 42 118 70 1， 344 

以上ネルソン調ぺ 43 213 

以下ワープ調べ 44 324 

第五表



の
作
成
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
の
合
併
会
計
は
、
法
律
上
の
合
併
は
も
と
よ
り
、
事
実
上
の
合
併
た
る
営
業
譲
渡
か
ら
親
・
子
会
社

の
連
結
ま
で
を
も
通
し
て
、
そ
の
会
計
責
任
の
主
体
い
か
ん
を
問
う
て
、
こ
れ
ら
の
企
業
結
合
形
態
を
通
じ
て
斉
合
す
る
会
計
的
処
理
、

報
告
の
基
準
を
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
企
業
結
合
会
計
の
基
準
と
し
て
は
、
第
二
次
大
戦
前
ま
で
は
パ

l
チ
ェ
イ
ス
法
(
宮
古

E
8
5
0
5
0骨
)

に
よ
っ
て
き
た
が
、
戦
後
に
い
た
っ
て
持
分
プ

l
リ
ン
グ
法
(
虫
色
宮
仕
え
宮

o-E悶
え
宮
芯
2
2
6
が
用
い
ら
れ
、
両
者
の
是
非
を

め
ぐ
っ
て
論
議
を
重
ね
な
が
ら
、
今
日
、
そ
の
適
用
基
準
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
会
計
基
一
準
を
生
み
出
し
て
き
た
ア

メ
リ
カ
の
企
業
結
合
の
発
展
過
程
を
歴
史
的
に
辿
り
な
が
ら
、
そ
の
内
容
と
適
用
基
準
を
み
て
み
よ
う
。

口

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
の
発
展

す
な
わ
ち
、

ア
メ
リ
カ
の
企
業
結
合
は
、
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
れ
る
が
、
ま
ず
最
初
に
、
い
わ
ゆ
る
「
世
紀
の
曲
り
角
」
の
鉄
道

時
代
に
お
け
る
第
一
次
合
同
時
代
に
は
、
産
業
革
命
後
の
市
場
拡
大
が
一
服
し
た
一
八
八

0
年
代
か
ら
、

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
オ
イ
ル
・
ト

ラ
ス
ト
の
設
立
つ
八
七
九
年
)
以
後
、
独
占
利
潤
を
求
め
て
州
際
取
引
を
拡
大
す
る
鉄
道
、
石
油
、
タ
バ
コ
、
ゴ
ム
な
ど
同
一
業
種
の

水
平
的
結
合
が
相
次
ぎ
、
九

O
年
の
シ
ャ
!
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
規
制
も
あ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
の
会
社
乗
取
り

(SW0
・0406
か
ら

株
式
持
合
(
自
己
ロ
丘
町

g
n
w
吉吋
nY20)
や
役
員
兼
任

(zgH]onED四
2
3
a
o
B門
叩
)
さ
ら
に
は
持
分
協
定
(
口
O
S
S
E
-
q
oご口・

円
。
円
。
回
同
)
な
ど
の
実
質
的
結
合
を
法
的
合
併
に
転
化
す
る
支
配
会
社
、
持
株
会
社
形
成
が
賑
わ
っ
た
。

各
州
の
会
社
は
、
そ
う
し
た
会
社

新
設
に
よ
る
税
収
増
大
を
求
め
て
、
相
次
い
で
「
白
由
化
」
さ
れ
、
い
ま
な
お
、
企
業
結
合
に
つ
い
て
、
州
法
は
「
自
由
化
」
の
方
向
を

一
ボ
す
の
に
対
し
、
独
禁
法
が
統
一
法
と
し
て
こ
れ
を
規
制
す
る
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一
八
七



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

一
八
入

こ
う
し
て
、
会
社
法
の
自
由
化
に
よ
っ
て
、
株
式
投
機
の
資
本
市
場
も
ま
た
「
自
由
化
」
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
企
業
結
合
を
媒
介
し

た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
は
、
独
占
利
調
を
資
本
化
し
た
交
付
新
株
の
分
け
前
を
狙
っ
て
合
併
比
率
操
作
の
た
め
の
企

業
価
値
評
価
法
を
工
夫
し
、
合
併
会
社
は
受
入
れ
資
産
を
再
評
価
し
て
バ
ラ
ン
ス
せ
し
め
た
の
ち
、
合
併
後
手
に
し
た
超
過
利
益
で
償
却

「
水
抜
き
」
す
る
な
ど
の
会
計
課
作
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
過
程
を
通
し
て
、
企
業
結
合
会
計
は
会
社
買
収
守
口
司
各
回
目
。
)
の

方
法
と
し
て
、
そ
の
企
業
価
値
評
価
の
た
め
の
収
益
力
還
元
法
、
現
在
価
値
法
か
ら
、
受
入
れ
資
産
の
鑑
定
法
や
「
の
れ
ん
L

〈問。
oa
三
5

概
念
の
現
実
化
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
株
式
や
社
債
等
の
資
本
取
引
を
扱
か
う
会
計
領
域
の
な
か
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

や
が
て
、
第
一
次
大
戦
後
の
二

0
年
代
に
い
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
自
動
車
時
代
の
第
二
次
合
同
期
を
迎
え
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
、

グ
レ
イ
ト
ン
法
や
連
邦
通
商
委
員
会

Q
E
2と
吋，

S門
同

O
(
U
O
B
H
H
H
5
0
巾
)
法
な
ど
の
規
制
も
あ
っ
て
、
独
占
よ
り
も
各
産
業
の
生
産
・

販
売
系
列
に
副
っ
た
寡
占
化
の
た
め
の
霊
直
的
、
同
心
的
結
合
が
、
投
資
銀
行
等
の
プ
ロ
モ
ー
ト
に
よ
っ
て
株
式
取
得
か
ら
吸
収
合
併
へ

と
す
す
む
過
程
で
、
そ
の
報
酬
と
な
る
株
式
数
や
企
業
評
価
基
準
の
株
価
を
「
水
増
し
」
し
て
「
の
れ
ん
」
を
計
上
す
る
一
方
、
議
決
権

の
な
い
優
先
株
、
転
換
株
や
創
業
利
得
を
社
内
留
保
す
る
た
め
の
無
額
面
株
等
、
合
併
会
社
の
発
行
す
る
株
式
種
類
も
多
様
化
し
て
、
文

字
通
り
の
パ

l
チ
ェ
イ
ス
結
合
が
盛
行
し
、
資
本
市
場
は
空
前
の
賑
わ
い
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
企
業
の
財
産
価
値
に
対
応
し
な
い
「
水
増
し
株
」
投
機
が
つ
ま
づ
く
や
、
こ
れ
に
資
金
を
つ
ぎ
込
ん
ど
銀
行
筋
の
破
綻

に
飛
火
し
て
、

一
挙
に
大
恐
慌
へ
突
入
し
た
。
そ
の
傷
手
の
原
因
と
な
っ
た
企
業
評
価
の
「
水
増
し
」
を
排
す
べ
く
、
損
益
法
に
よ
る
原

価
主
義
会
計
へ
の
転
向
が
、
三

0
年
代
以
降
の
証
券
取
引
所

(ω
・
開
・
の
)
規
制
の
「
と
り
で
」
と
な
る
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
会
計
原

則
」
(
問
。
ロ
o
ロ
釦
与
宮
内
命
日
)
汁
包

m
n
n
oロ
豆
町
長
日
)
H
E
n
-
-
叩
悶
)
形
成
の
過
程
で
果
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
に
い
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
結
合
は
、
再
び
そ
の
昂
揚
を
み
ろ
に
い
た
る
が
、
五

0
年
代
以
降
の
イ
ン
フ
レ
過
程



第六表 アメリカの企業結合とその合計

| 第一次合同期 | 第二次合同期 i 
代 11890年代〈鉄道時代)11920年代〈自動車時 11960年代〈コングロ

代) Iマリット時代)

営業系列化，寡占化|営業多角化，多国籍
イヒ

多極同心的，持分プ
ーリング

セラーズ，キーフォ
ード修正法 (50年〕

企業集団化

商業銀行

株価収益率

インスタント利益

第三次合同期

時

垂直的，買収，吸収
合併

クレイトン法(14年〉

市場州際化，独占化

水平的，買収，新設
合併

シャーマン法(90年〉

証券多様化

投資銀行

株価極大化

創業利得

会社法「自由化」

持株会社

純財産時価

現金または新株分与

反トラスト法

影響結果

金融主体

企業評価

プロモータ一
報酬

会計の焦点

的

合併形態

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
ハ
上
)

目

留保含み利益

多元評価と情報化

資本取引利得

財産計算から損益計
算

会計原則

資産評価損益

配当規制の変化

公的規制?

に
お
い
て
は
、
従
来
の
よ
う
な
パ

l
チ
ェ
イ
ス
法
を
適
用
し
て
も
受

入
れ
資
産
の
再
評
価
が
充
分
で
な
け
れ
ば
(
原
価
主
義
会
計
の
枠
内

で
の
加
速
償
却
も
充
分
で
は
な
く
〉
、
巨
額
の
「
の
れ
ん
」
計
上
は
不

良
資
産
化
し
、
そ
の
相
殺
に
利
益
剰
余
金
を
減
ず
る
の
で
、
そ
れ
よ

り
も
簿
価
で
被
合
併
会
社
の
利
益
剰
余
金
を
も
承
継
す
る
持
分
プ
l

リ
ン
グ
法
の
適
用
が
急
速
に
普
及
し
た
。
こ
の
持
分
プ

l
リ
ン
グ
法

は
も
と
も
と
、
公
共
企
業
の
場
合
な
ど
、
株
式
交
換
に
よ
る
所
有
者

持
分
の
合
一
と
考
え
ち
れ
る
処
理
法
で
あ
っ
た
が
、

一
般
企
業
の
場

ム
口
で
も
そ
の
純
財
産
の
簿
価
承
継
、
利
益
剰
余
金
等
の
引
継
ぎ
等
が

で
き
れ
ば
、
合
併
後
の
可
処
分
利
益
を
増
大
し
、
株
価
を
上
昇
さ
せ

う
る
利
点
か
ら
、
い
わ
ば
そ
の
拡
大
解
釈
の
方
向
が
強
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

信用分析

そ
こ
で
、
五

0
年
代
に
お
け
る
反
ト
ラ
ス
ト
の
セ
ラ
!
ズ
・
キ

i

フ
ォ
ー
ド
修
正
法
に
よ
る
三

O
M
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
シ
ェ
ア
規
制
と

期
を
-
に
し
て
、
他
業
種
聞
の
多
角
化
を
は
か
る
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ

ト
合
併
が
す
す
み
、
そ
の
会
計
処
理
に
こ
の
持
分
プ
!
リ
ン
グ
法
が

適
用
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ア
メ
リ
カ
会
計
士
協
会

一
八
九



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

一九
C

(〉
-

H

一・。・
M
M

・
〉
)
の
研
究
公
報
四

O
号
(
〉

n
g
E苦悶
H
N
2
2
3
V
回
己
富
山
口

2
0・8
・
呂
町
同
〉
は
持
分
プ

i
リ
ン
グ
と
考
え
ら
れ
る
企

業
結
合
は
、
①
所
有
者
持
分
の
継
続
性
、
①
相
対
的
規
模
の
均
衡
性
、
①
経
営
支
配
力
の
不
変
性
、
④
営
業
の
類
似
補
完
性
が
認
め
ら
れ

る
場
合
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
外
は
パ
!
チ
ェ
イ
ス
法
を
適
用
す
る
の
が
原
別
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
(
こ
れ
に
関
連
し
て
み
る
と
、
わ

が
国
の
企
業
会
計
原
則
が
、

ア
メ
リ
カ
の
会
計
原
則
を
範
と
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
の
が
四
九
年
(
昭
二
四
年
)
、
商
法
と
の
調
整
を
は
か

っ
た
の
が
五
一
年
(
昭
二
六
年
)
で
あ
る
か
ら
、
折
し
も
四

O
号
当
時
の
持
分
プ

l
リ
ン
グ
法
の
適
用
限
定
、
バ

i
ナ
ェ
イ
ス
法
の
原
則

支
持
が
、
合
併
会
計
に
お
け
る
現
物
出
資
説
的
処
理
の
提
唱
に
マ
ッ
チ
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
)
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
原
則
か
ら
、
五
三
年
の
研
究
公
報
四
三
号
は
、
パ

l
チ
ェ
イ
ス
法
を
適
用
し
た
場
合
に
計
上
さ
れ
る
「
の
れ

ん
」
の
利
益
消
却
を
す
す
め
た
が
、
な
お
持
分
プ
!
リ
ン
グ
法
の
適
用
は
増
大
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
た
め
、
五
七
年
の
研
究
公
報
四
λ

号
で
は
、
さ
き
の
四
三
号
が
示
し
た
③
の
営
業
基
準
を
改
め
て
業
務
の
継
続
性
と
し
、
②
の
規
模
基
準
は
決
定
的
な
も
の
で
な
く
、
③
一
の

支
配
力
が
続
き
、
①
の
持
分
継
続
性
が
そ
の
重
要
部
分
で
認
め
ら
れ
る
場
合
は
持
分
プ

l
リ
ン
グ
法
を
適
用
し
て
よ
い
も
の
と
し
て
、
九

O
%以
上
の
議
決
権
株
式
を
取
得
し
た
完
全
買
収
の
場
合
な
ど
の
み
に
パ

l
チ
ェ
イ
ス
法
の
適
用
を
限
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
。

こ
の
た
め
、
五

0
年
代
の
後
半
か
ら
六

0
年
代
へ
か
け
て
、

ア
メ
リ
カ
は
、
急
速
成
長
の
た
め
の
多
角
化
合
併
と
い
わ
れ
る
コ
ン
グ
ロ

や
留
保
利
益
を
引
継
ぎ
、

マ
リ
ッ
ト
企
業
を
形
、
成
す
る
第
三
次
合
同
時
代
に
は
い
る
が
、
こ
の
合
併
は
実
は
業
種
の
い
か
ん
を
間
わ
ず
被
合
併
会
祉
の
「
含
み
益
」

そ
れ
で
合
併
会
社
の
株
価
収
益
率

e
R
E
E
Fロぬ

B
は
る
か
}
高
め
て
イ
ン
ス
タ
ン
ト
利
益
を
手
に
い
れ
る

た
め
で
あ
っ
た
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
転
換
優
先
株
と
被
合
併
会
社
の
普
通
株
と
を
交
換
す
る
な
ど
の
財
務
レ
パ
レ
ッ
ヂ
や
合
併
後
の
承
継

資
産
売
却
な
と
、
持
分
プ

1
リ
ン
グ
の
乱
用
は
そ
の
極
に
達
す
る
と
と
も
記
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
部
分
的
に
パ

i
チ
ェ
イ
ス
法
を
と
っ

て
資
産
を
再
評
価
し
、
そ
の
合
併
差
損
益
を
「
の
れ
ん
」
ま
た
は
「
消
極
の
れ
ん
」
と
し
て
の
資
本
剰
余
金
で
拘
束
し
て
利
益
調
整
を
は



か
る
な
ど
の
混
合
処
理
ま
で
も
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
(
な
お
、
こ
う
し
た
会
計
処
理
法
は
、
結
果
的
に
パ

i
チ
ェ
イ
ス
法
は

現
物
出
資
説
的
処
理
、
持
分
プ
l
リ
ン
グ
法
は
人
格
合
一
説
的
処
理
と
ほ
ぼ
同
様
に
み
え
る
が
、
そ
の
異
同
に
つ
い
て
は
後
に
支
配
構
造

の
変
化
と
会
計
責
任
の
継
続
住
い
か
ん
と
の
関
連
で
論
ず
る
こ
と
と
す
る
)
。

(三つ

企
業
結
合
会
計
の
適
用
基
準

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
持
分
プ

i
リ
ン
グ
法
の
乱
用
に
対
し
て
、
五
九
年
に
新
発
足
し
た
会
計
原
則
審
議
会
(
〉
・
円
以
・
回
・
)
は
六
三
年

の
会
計
調
査
研
究
(
〉
-
H
N

・
ω
・
)
第
五
号
で
の
検
討
を
土
台
に
、
七

O
年
の
意
見
書
第
十
六
号
に
よ
っ
て
十
二
の
細
目
基
準
を
示
し
、
持

分
プ

l
リ
ン
グ
法
を
本
来
的
た
対
等
合
併
に
適
用
す
べ
き
も
の
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
第
十
七
号
で
パ

l
チ
ェ
イ
ス
法
適
崩
の
場

合
に
計
上
さ
れ
る
「
の
れ
ん
」
の
利
益
消
却
を
も
す
す
め
る
こ
と
と
し
て
、
企
業
結
合
に
よ
る
イ
ン
ス
タ
ン
ト
利
益
の
獲
得
と
株
価
収
益

率
の
調
整
に
関
す
る
会
計
的
操
作
を
防
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
意
見
書
第
十
六
号
に
よ
る
持
分
プ

l
リ
ン
グ
法
の
適
用
基
準
を
要
約
す
れ
ば
、

① 

合
併
前
二
年
以
内
に
親
子
会
社
関
係
(
持
株
率
二

O
M以
上
〉
が
な
か
っ
た
こ
と

① 

合
併
時
の
議
決
権
株
式
の
所
有
は
十
銘
以
内
で
(
相
互
持
合
い
分
は
株
式
交
換
か
ら
除
く
)
関
連
会
社
関
係
も
な
か
っ
た
こ
と

① 

合
併
は
一
回
で
、
か
っ
一
年
以
内
に
完
了
す
る
こ
と

① 

一
会
社
の
九

O
M以
上
の
議
決
権
株
式
と
他
会
社
の
過
半
数
の
議
決
権
株
式
の
重
要
部
分
が
交
換
さ
れ
る
こ
と

① 

合
併
前
二
年
以
内
に
増
・
減
資
な
と
持
分
変
更
が
行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と

① 

自
己
株
式
の
取
得
ハ
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
除
く
)
を
し
な
い
こ
と

⑦ 

株
主
聞
の
持
分
割
合
を
変
更
し
な
い
こ
と

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
〈
上
)

九



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
)

九

① 

議
決
権
信
託
な
と
そ
の
行
使
を
制
限
し
な
い
こ
と

① 

合
併
契
約
の
実
行
に
保
留
事
項
を
付
さ
な
い
こ
と

⑮ 

合
併
後
の
株
式
買
入
消
却
ま
た
は
再
取
得
契
約
を
し
な
い
こ
と

⑪ 

交
付
新
株
の
担
保
提
供
契
約
な
ど
を
し
な
い
こ
と

⑫ 

合
併
後
二
年
内
の
資
産
処
分
(
重
複
設
備
や
過
剰
設
備
を
除
く
)
を
し
な
い
こ
と

な
ど
の
点
を
と
り
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
と
②
の
基
準
は
当
事
会
社
相
互
に
自
律
性
、
独
立
性
が
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
③
か
ら
①
の
基
準

は
純
粋
に
株
式
交
換
に
よ
る
合
併
と
し
て
新
し
い
会
計
責
任
を
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
条
件
を
付
し
た
わ
け
で
あ
る
。
⑮
か
ら
@
の
基
準

は
合
併
後
の
資
本
充
実
を
求
め
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
利
益
や
株
価
操
作
を
禁
ず
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
持
分
プ

i
リ
ン
グ
法

の
適
用
は
、
本
来
の
意
味
で
の
対
等
合
併
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
基
準
を
充
た
さ
な
い
も
の
は
す
べ
て
パ

l
チ
ェ
イ
ス
法
を
適

用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ど
が
、
こ
う
し
た
規
制
も
、
い
わ
ば
概
念
的
接
近

(
n
g
g
]邑
g
m
H
名
胃
oonF〉
で
、
通
商
委
員
会
(
百
げ
の
)
な
ど
の
権
威
に
よ

っ
て
強
制
力
を
裏
付
け
ら
れ
な
い
う
ち
に
、
六
六
年
の
株
価
暴
落
後
、
六
八
年
再
び
株
価
は
急
騰
し
て
持
分
プ

l
リ
ン
グ
法
の
適
用
件
数

も
一
八
四
社
と
ピ

l
ク
に
達
し
た
の
を
最
後
に
、

コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
合
併
そ
の
も
の
も
下
火
に
な
っ
て
株
価
操
作
の
熱
も
さ
め
、
持
分

プ
l
リ
ン
グ
法
を
適
用
す
る
必
要
性
も
減
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
や
が
て
八
大
会
計
士
事
務
所
と

ω
・
肘
・
の
の
依
頼
し

た
企
業
団
体
と
で
構
成
す
る
財
務
会
計
基
準
審
議
会
(
司
・
〉
・

ω
・
∞
・
)
に
よ
り
、
果
し
て
、
こ
の
持
分
プ
!
リ
ン
グ
法
の
適
用
基
準
と

そ
れ
に
基
づ
く
規
制
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
い
ま
な
お
そ
の
実
態
に
即
し
て
の
検
証
と
論
議
が
続
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ



る。
そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
合
併
会
計
基
準
策
定
の
経
過
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
中
間
的
な
結
論
は
、
企
業
結
合
に
お
け
る

支
配
の
問
題
や
株
価
対
策
、
財
務
政
策
な
ど
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
、
も
と
も
と
、
企
業
結
合
の
本
質
は
、
当
事
会
社
に
対
す
る
支
配
に
焦
点
を
お
い
た
会
社
取
得
で
あ
り
、
こ
れ
を
現
金
や
社
債
そ
の

他
の
証
券
、
さ
ら
に
は
種
々
と
多
様
な
株
式
の
組
合
せ
な
ど
に
よ
っ
て
、
よ
り
抵
抗
を
少
な
く
そ
の
会
社
の
取
得
|
|
支
配
を
確
立
す
る

(
結
果
的
に
被
取
得
会
社
の
株
主
を
経
営
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
)
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
持
分
プ

l
リ
ン
グ
法
の
適
用
に
お
い
て
、
所
有
者
持
分
の
(
重
要
部
分
と
は
い
え
)
継
続
性
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と

は
、
そ
う
し
た
支
配
争
奪
や
株
主
相
互
の
利
害
対
立
の
な
い
よ
う
な
調
和
的
、
対
等
的
な
企
業
結
合
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
実

に
は
こ
れ
を
見
出
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
概
念
的
、
形
式
的
に
意
見
書
第
十
六
号
の
よ
う
な
適
用
基
準
で
示
す

以
外
に
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
基
準
を
充
足
し
た
企
業
結
合
で
も
、
そ
の
本
質
か
ら
み
れ
ば
、
必
ら
ず
や
そ
の
支
配
を
争
っ
て
、
他

の
手
段
、
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
、
企
業
結
合
は
そ
の
支
配
構
造
の
変
化
が
問
題
で
あ
り
、
わ
が
国
の
会
社
合
併
に
つ
い

て
も
さ
ら
に
そ
の
点
で
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二
、
ま
た
企
業
結
合
は
、
そ
の
歴
史
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
を
プ
ロ
モ
ー
ト
し
た
も
の
が
自
ら
の
利
と
な
る
と
こ
ろ
を
極
大
化
で
き
る
よ

ぅ
、
パ

l
チ
ェ
イ
ス
法
で
は
資
産
評
価
益
や
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
な
ど
の
合
併
差
益
を
獲
得
す
る
か
、
ま
た
は
「
の
れ
ん
」
計
上
に
よ
る
合

併
差
損
凍
結
の
処
理
を
行
な
い
、
持
分
プ

l
リ
ン
グ
法
で
は
純
財
産
の
簿
価
承
継
に
よ
り
「
含
み
益
」
や
利
益
剰
余
金
の
引
継
ぎ
な
ど
、

イ
ン
ス
タ
ン
ト
利
益
の
増
大
を
求
め
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
が
有
利
か
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
混
合
処
理
も
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
意
見
書
第
十
六
号
の
適
用
基
準
に
よ
る
よ
う
な
会
計
操
作
防
止
も
必
要
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
企
業
結
合
を
め
ぐ
る
投
資

企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
(
上
〉

一
九
三



企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
〈
上
V

一
九
四

家
保
護
の
た
め
の
情
報
開
示
、
デ
ィ
ス
ク
ロ

i
ジ
ャ

l
改
善
を
求
め
る
意
味
で
は
そ
の
株
価
対
策
、
財
務
政
策
の
結
果
が
会
計
的
処
理
、

報
告
を
通
じ
て
明
確
に
示
さ
れ
る
よ
う
、
合
併
差
益
、
「
の
れ
ん
」
、
評
価
益
、
利
益
剰
余
金
な
ど
の
会
計
的
諸
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
意

義
、
内
容
を
明
確
化
し
て
、
企
業
結
合
の
実
態
把
握
を
一
誤
ま
ら
せ
な
い
よ
う
な
会
計
基
準
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
章
で
み
た
ア
メ
リ
カ
の
企
業
結
合
会
計
は
、
な
お
広
く
会
社
分
割
と
し
て
の

n
0
3
0
5
芯
丘
三
丘
O
D

や
株
式
の

種
類
、
金
額
を
変
更
す
る

2
8
2
1窓
口
N
三
宮
口

か
ら
会
社
更
生
ま
で
を
も
含
む
吋
0
・2
宮
口
町
回
昨
日
0口

の
税
務
処
理
と
の
関
連
か
ら
見
直

し
、
そ
の
処
理
、
報
告
の
前
提
と
な
る
会
計
責
任
主
体
の
立
場
か
ら
一
貫
す
る
理
論
的
再
吟
味
を
も
要
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
が
欧
州

各
国
な
ど
の
国
籍
、
法
人
格
を
異
に
し
た
ま
ま
経
済
的
に
単
一
組
織
体
と
な
る
国
際
企
業
結
合
と
そ
の
会
計
基
準
と
の
比
較
検
討
も
必
要

で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
う
け
て
、
わ
が
国
の
会
社
合
併
、
分
割
、
営
業
譲
渡
か
ら
株
式
持
ち
合
い
、
連
結
に
い
た
る
斉
合
的
な
会
計
基

準
の
策
定
に
も
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
を
次
号
に
お
い
て
展
開
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。


